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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和４年３月１０日（木）午前１０時 ５分 開会 

              午後 ４時５５分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 香 川 良 平  副委員長 水 谷  毅   委  員 南 野 直 司  

  委  員 森 西  正 委  員 増 永 和 起   委  員 光 好 博 幸 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のために出席した者 

市 長 森 山 一 正  副市長 奥 村 良 夫   

生活環境部長 松 方 和 彦  保健福祉部長 野 村 眞 二 

同部理事 平 井 貴 志  生活環境部参事兼自治振興課長 丹 羽 和 人 

同部参事兼産業振興課長 吉 田 量 治  同部参事兼環境業務課長 安 田 信 吾 

市民課長 森 口 雅 志  文化スポーツ課長 松 本 泰 洋 

農業委員会事務局長 辻  稔 秀  環境政策課長 山 本 和 憲 

環境センター長 三 浦 佳 明 

  

１．出席した議会事務局職員 

事務局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦  同局書記 織 田 裕 太 

 

１．審査案件（審査順） 

議案第 １号 令和４年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第１０号 令和３年度摂津市一般会計補正予算（第１５号）所管分 

  議案第 ４号 令和４年度摂津市国民健康保険特別会計予算 

議案第１３号 令和３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第２４号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第 ８号 令和４年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ７号 令和４年度摂津市介護保険特別会計予算 

  議案第１４号 令和３年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第 ６号 令和４年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算 
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議案第１７号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分 
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（午前１０時５分 開会） 

○香川良平委員長 ただいまから、民生常

任委員会を開会いたします。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長 

○森山市長 おはようございます。 

 委員の皆様にはお忙しいところ、本日は

民生常任委員会をおもちいただきまして

大変ありがとうございます。 

 本日は、先日の本会議で当常任委員会に

付託されました案件につきましてご審査

を賜わります。何とぞ、慎重審査の上ご可

決いただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

○香川良平委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、水谷委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに、異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時６分 休憩） 

（午前１０時７分 再開） 

○香川良平委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。 

 本２件のうち、議案第１０号所管分につ

いては補足説明を省略し、議案第１号所管

分について補足説明を求めます。 

 松方生活環境部長。 

○松方生活環境部長 議案第１号摂津市

一般会計予算のうち、生活環境部に係りま

す主な事項につきまして目を追って補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。３０ページ、

款１４使用料及び手数料、項１使用料、目

１総務使用料はコミュニティプラザや別

府コミュニティセンター、文化ホール、体

育施設などの使用料でございます。 

 ３２ページ、目３衛生使用料のうち、生

活環境部に係るものは斎場使用料及び葬

儀会館使用料などでございます。 

 項２手数料、目１総務手数料のうち、生

活環境部に係るものは、戸籍手数料、住民

票手数料及び印鑑証明手数料などでござ

います。 

 ３４ページ、目２衛生手数料のうち、生

活環境部に係るものは、狂犬病予防注射済

票交付手数料、一般廃棄物焼却手数料及び

し尿処理手数料などでございます。 

 ３８ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金のうち、

戸籍住民基本台帳費補助金は個人番号カ

ード交付事務などに係る補助金でござい

ます。 

 目４商工費国庫補助金はマイナポイン

ト事務費補助金で、マイナポイント受付事

務に係る補助金でございます。 

 ４２ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち、戸籍住民基本台帳費委託金は

中長期在留者に係る住居地届出等事務に

係る委託金でございます。 

 ４４ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目１、総務費府補助金のうち、権限

移譲交付金はＮＰＯ法人の設立認証等及

び旅券発給事務の権限移譲に係る交付金

でございます。 

 ４６ページ、目３衛生費府補助金のうち、

生活環境部に係るものは、所有者不明動物

死体処理交付金、公害対策及び浄化槽の設

置等に関する事務に対する権限移譲交付

金でございます。 

 ４８ページ、目４農林水産業費府補助金
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のうち、農業委員会費補助金は農業委員会

に係る農業委員会交付金でございます。ま

た、農業振興費補助金は農業地域力創造推

進事業費補助金及び多面的機能支払交付

金でございます。 

 目５商工費府補助金は消費生活相談に

係る地方消費者行政活性化交付金などで

ございます。 

 ５０ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち、戸籍住民基本台帳費委託金は

人口動態調査に係る事務委託金でござい

ます。 

 款１７財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入のうち、生活環境部に係る

ものは摂津市商工会への建物貸付収入で

ございます。 

 ５４ページ、款１９繰入金、項２基金繰

入金、目３環境基金繰入金は環境関連事業

に対する環境基金からの繰入金でござい

ます。 

 目４墓地管理基金繰入金は市営墓地の

管理経費に充当するために繰り入れるも

のでございます。 

 ５６ページ、款２０諸収入、項３貸付金

元利収入、目２中小企業事業資金融資預託

金収入は市内の金融機関に預託しており

ます元金収入でございます。 

 項４雑入、目２雑入のうち、生活環境部

に係ります主なものは、窓口番号案内シス

テム広告掲載料、文化ホール入場料、市民

農園利用料、南千里丘分室入居者負担金、

ペットボトル拠出金などでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ７６ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目６都市交流費は都市及び国際交流に

係る経費のほか、多言語相談に係る委託料

などでございます。 

 ８２ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目１３自治振興費は地区振興委員への

報償金、摂津まつり振興会補助金、地域活

性化事業補助金などでございます。 

 目１４文化振興費は市民ルームや文化

ホールの管理運営に係る指定管理料及び

音楽祭運営委託料、文化振興計画策定に係

る支援業務委託料などでございます。 

 ８４ページ、目１５コミュニティプラザ

費はコミュニティプラザの管理運営に係

る指定管理料や外壁修繕に係る設計委託

料及び市民活動支援センターの解体撤去

工事費などでございます。 

 目１６コミュニティセンター費は（仮称）

味生コミュニティセンターの基本設計に

向けた他市の先進事例を視察するための

旅費や、別府コミュニティセンターの管理

運営に係る指定管理料などでございます。 

 ９２ページ、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は戸籍住民基本

台帳事務に係る経費や窓口業務の委託料

などでございます。 

 １００ページ、項７保健体育費、目１保

健体育総務費はスポーツ推進委員活動事

業に係る委員報酬などでございます。 

 １０２ページ、目２体育振興費は摂津ふ

れあいマラソン大会やトップアスリート

を招聘するアスリートスポーツ教室開催

等に係る委託料及び地区市民体育祭実施

に係る補助金などでございます。 

 目３体育施設費は市内体育施設の管理

運営に係る指定管理料や体育館の空調設

備設置工事費などでございます。 

 １３０ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目４環境衛生費は動物死体処理及び

衛生害虫等の駆除に係る委託料などでご

ざいます。 

 目５公害対策費は地盤沈下１級水準測

量及び水質及び大気の測定・分析、自動車
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騒音の分析評価等の委託料などでござい

ます。 

 １３２ページ、目６環境政策費はエネル

ギー日記やグリーンカーテンコンテスト

等の地球温暖化対策に係る委託料などで

ございます。 

 目７斎場費は斎場及び葬儀会館の管理

運営に係る指定管理料などでございます。 

 目８墓地管理費は市営墓地３か所の清

掃に係る経費でございます。 

 １３４ページ、項２清掃費、目２塵芥処

理費はごみ及び再生資源の収集運搬等に

係る委託料のほか、一般廃棄物の広域処理

に伴う工事請負費や施設整備費負担金な

どでございます。 

 １３６ページ、目３し尿処理費はし尿及

び浄化槽汚泥の収集運搬及び処理に係る

経費などでございます。 

 目４環境センター費は修繕料や環境セ

ンター運転管理委託業務委託料等、焼却施

設の運転維持管理に係る経費でございま

す。 

 １３８ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費は農業委員会運

営に係る経費で、農業委員会委員報酬など

でございます。 

 １４０ページ、目３農業振興費は農園管

理指導委託料、農業振興会補助金、花とみ

どりの補助金及び農業祭実行委員会など

でございます。 

 １４４ページ、款６商工費、項１商工費、

目２商工振興費はビジネスサポートセン

ター業務委託料、企業立地奨励金及びスク

ラッチカード交付金などでございます。 

 目３消費対策費は消費生活相談ルーム

における相談業務及び消費者啓発に係る

経費などでございます。 

 以上、令和４年度摂津市一般会計予算の

うち、生活環境部に係ります歳入歳出予算

の補足説明とさせていただきます。 

○香川良平委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 まず、歳入に関しまして

は予算書、歳出は予算概要で質問させてい

ただきます。質問の順番は、部署ごとに行

います。 

 自治振興課から四つございます。まず、

質問１、補正予算の２９ページ、自治振興

費の地域活性化事業補助金です。６００万

円の減額をされておりました。コロナ禍で

自治会活動が停滞しているとお察ししま

すけれども、令和３年度の活動実績を踏ま

えて減額されている理由についてお聞か

せください。 

 質問番号２、予算概要の２０ページ、国

際交流事業において外国語相談業務委託

料が８万円ですけど計上されておりまし

た。主要事業一覧には多文化共生の推進に

向けて多言語相談を実施するとありまし

たけれども、改めて内容についてお聞かせ

ください。 

 続きまして、質問３です。予算概要２８

ページ、コミュニティプラザ管理事業です。

このコミュニティプラザ等外壁修繕設計

委託料が５６２万９，０００円の計上をさ

れておりました。これも主要事業一覧に記

載がありまして、コミュニティプラザの外

壁修繕に係る実施設計を行うと記載がご

ざいましたけれども、改めて内容について

お聞かせください。 

 続きまして、質問番号４、予算概要２８

ページ、市民活動支援事業です。市民活動

支援センターの解体撤去工事設計委託料

が１３６万４，０００円、管理委託料１１

５万円、解体撤去工事で７７２万２，００
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０円、これは関連してることだと思います

けれども、内容についてまずはお聞かせい

ただきたいと思います。 

 続きまして、市民課です。８点ございま

す。質問番号５です。予算書です。３３ペ

ージ、衛生使用料として斎場使用料が１，

７０８万２，０００円計上されておりまし

て、前年度は１，５０１万９，０００円で

した。増額されておりますので、その理由

と、斎場の近年の利用状況についてもあわ

せてお聞かせいただければと思います。 

 質問番号６です。予算書３９ページ、個

人番号カード交付事業費補助金が前年度

は３，１２９万７，０００円計上されてた

んですけれども、令和４年度には記載がな

い。また、個人番号カード交付事務費の補

助金が５，４５２万６，０００円計上され

てますけれども、これが前年度より大幅に

減額されてますので、まずはそれぞれの理

由についてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 質問番号７です。予算書の５９ページで

す。窓口番号案内システム広告掲載料が今

回初めて１４５万２，０００円計上されて

るかと思います。別途、説明も受けており

ますけれども、２月から導入しているシス

テムかと思いますが、改めてその仕組みに

ついてまずはお聞かせいただきたいと思

います。 

 質問番号８、予算概要３４ページ、戸籍

事務事業において戸籍システム改修委託

料が６９４万円計上されておりました。ま

ずは内容についてお聞かせください。 

 質問番号９、予算概要３４ページ、証明

書交付等事業です。手数料が１４０万４，

０００円で、昨年よりも１．５倍近く増額

されております。これはコンビニ交付がふ

えてるんだとお察ししますけれども、改め

て増額されてる理由と、ここ数年のコンビ

ニ交付の推移と、令和４年度の見込みにつ

いてもお聞かせください。 

 質問番号１０、予算概要３４ページ、個

人番号カード交付事業です。前年度が個人

番号カード交付費事務費補助金というこ

とで３,１２９万７，０００円計上されて

たんですけど、令和４年度にはなくなって

います。まずはその理由についてお聞かせ

いただきたいと思います。 

 質問番号１１、予算概要７２ページ、斎

場管理事業です。これは修繕料ですけれど

も、令和４年度は２，７１２万円計上され

ております。前年度から増額されている理

由と令和４年度の修繕内容についてお聞

かせください。 

 質問番号１２、予算概要７２ページ、葬

儀会館管理運営事業についてです。これま

でせっつメモリアルホールのトイレの洋

式化あるいはバリアフリー化等々につい

て要望させていただいておりましたけれ

ども、令和４年度の予算を見てみますと、

予算化されていないようですので、改めて

それらの取り組みについてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 続きまして、文化スポーツ課にいきます。

５点ございます。質問番号１３、予算概要

２８ページです。文化振興事業において、

文化振興計画策定支援事務委託料という

ところで４９０万円を計上されておりま

した。市政運営の基本方針にもございまし

たけれども、第３期文化振興計画に関する

委託料ということで認識しておりますけ

れども、この第３期文化振興計画のスケジ

ュールと第３期ということでございます

ので、現時点での改善ポイントとか、第２

期との変更点についてお聞かせいただき

たいと思います。 
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 続きまして、質問番号１４、予算概要４

２ページです。摂津ふれあいマラソン大会

事業についてです。これは新型コロナウイ

ルス感染拡大に伴って２年連続で中止に

なっているということで、致し方ない部分

もあるかと思いますけれども、非常に残念

に思います。先日の東京マラソンも２万人

ぐらいの参加者でした。現在、コロナ禍で

も開催可能なイベントは開催されている

という観点から、コロナ禍において開催す

るための工夫がございましたらお聞かせ

いただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号１５、同じく予算

概要４２ページです。スポーツ振興事業に

ついてです。アスリートスポーツ教室開催

委託料で１６５万円の予算計上をされて

おりまして、令和３年度は東京オリンピッ

ク・パラリンピック記念事業としてアスリ

ートを招いた教室などが開催されたかと

思います。非常に好評であったと私は認識

しています。この委託料は味舌体育館のオ

ープニングイベントにあわせて石川佳純

選手が来られ、卓球教室をやられると報告

を受けておりますけれども、改めて具体的

な内容についてお聞かせいただきたいと

思います。 

 質問番号１６、同じく予算概要４２ペー

ジです。体育施設維持管理事業です。市立

体育館の空調設備設置工事として３，２１

２万５，０００円計上されております。こ

れは主要事業一覧にも記載がございまし

たけれども、改めまして内容についてお聞

かせいただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号１７、文化スポー

ツ課。同じく予算概要４２ページ、体育施

設管理事業です。体育施設管理委託料とい

うことで１億２，３２０万円計上されてお

りまして、前年度より４，０００万円近く

増額になってますけれども、これは味舌体

育館の指定管理料であるかというように

お察ししてます。味舌体育館はご説明にも

ありました５月から利用開始されるとい

うことでございまして、味舌体育館を活用

したスポーツ振興について取り組まれる

具体的な内容について 1 回目お聞かせい

ただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号１８、産業振興課。

５点ございます。予算概要７８ページです。

鳥飼なす保存奨励事業です。前年度と同様

に１００万１，０００円の予算計上となっ

ておりますけれども、保存奨励といいます

か、そういった取り組みを推進するべく、

以前より販路拡大で、中央卸売市場の販路

開拓などにも取り組まれてると認識して

おりますけれども、前年度の実績を踏まえ

て令和４年度の取り組み内容はどのよう

にお考えかお聞かせください。 

 質問番号１９です。予算概要８０ページ、

中小企業育成事業です。ビジネスサポート

センター業務委託料として４８１万５，０

００円計上されておりまして、前年度より

２５０万円程度増額されております。これ

はご説明があったように相談員の増員、２

名体制によるものとお察ししますけれど

も、改めてビジネスサポートセンターの前

年度の実績を踏まえた令和４年度の取り

組みをお聞かせいただきたいと思います。 

 質問番号２０です。予算概要８０ページ、

創業支援事業です。創業促進補助金として

９０万円計上されておりましたけれども、

前年度比でいきますと６０万円減額され

ており、令和３年度の実績も踏まえた減額

理由についてお聞かせください。 

 質問番号２１、予算概要８２ページです。

スクラッチカード発行事業です。５９８万

５，０００円というところで、前年度より
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これは７０万円程度増額されておりまし

た。 

 事業がスタートして７年目になろうか

と思いますけれども、これも前年度の実績

を踏まえて令和４年度の取り組みについ

てどうお考えかお聞かせいただきたいと

思います。 

 質問番号２２、産業振興課、これが最後

でございますけれども、予算概要８２ペー

ジ、消費生活相談事業です。機械器具費と

して１１０万円計上されておりますけれ

ども、ここの推移を見てみますと、令和２

年度の予算からは半額程度になっており

ます。用途は自動通話録音装置という認識

をしておりますけれども、コロナ禍という

ところもございますので、ここ数年の推移

と前年度の実績も踏まえた令和４年度の

取り組み、見込み台数等々をお聞かせいた

だきたいと思います。 

 質問番号２３、環境政策課。 

４点ございます。予算概要６８ページ、

飼犬等保護管理事業です。８１６万３，０

００円計上されておりますけれども、改め

て令和４年度の状況と、前年度と令和４年

度の事業内容をお聞かせいただきたいと

思います。 

 質問番号２４、予算概要７０ページです。

環境美化事業について、美化ボランティア

についての令和４年度の取り組みについ

てお聞かせいただきたいと思います。 

 この美化ボランティア活動は鳥飼地域

も連合自治会が存在していた頃は毎年１

１月頃には一斉清掃に取り組んでいたと

思いますけれども、今は単一自治会での活

動というところにとどまっておりまして、

ぜひ、鳥飼地域に活動を広げてほしいと考

えております。 

 手始めに、例えば南摂津駅周辺を環境美

化推進地区に指定するなどして、鳥飼地域

での美化活動を展開することが望ましい

んじゃないかと考えておりますので、令和

４年度の取り組みとそのあたりの考え方

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 続きまして、質問番号２５です。予算概

要７０ページ、温暖化対策事業です。地球

温暖化対策事業地域計画（案）が令和３年

度に示されております。２０３０年度には

２０１３年度比で温室効果ガス排出を４

６％削減すると目標を掲げられておりま

す。目標に向けた令和４年度の取り組み、

あるいは進行管理についてのお考えにつ

いてお聞かせください。 

 環境政策課はこれが最後です。質問番号

２６、本市における環境問題についてお聞

かせいただきたいと思います。ＰＦＯＡに

ついてです。このＰＦＯＡに関しては、現

在不明な事項が多いために、健康被害の影

響、あるいは農作物への影響など、報道が

行われていると認識しています。 

 代表質問においても取り上げられてま

したけれども、風評被害防止に関する要望

書というものが提出されておりまして、そ

の事案を取り上げ、最後は副市長にもご答

弁をいただいたところではございますけ

れども、委員会ということもございますの

で、本市の風評被害のご認識とその対策に

ついてのお考えを改めてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 続きまして、環境業務課。三つございま

す。質問番号２７、予算概要７２ページ、

ごみ減量啓発事業です。印刷製本費として

２３７万円の予算計上をされておりまし

て、これも主要事業一覧にもございました

けれども、令和５年度の広域処理に伴った

分別等に関するガイドブックを全戸配布
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するということだったと思いますけれど

も、改めてこのガイドブックのポイントな

どについてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 質問番号２８、予算概要７４ページです。

ごみ収集処理事業です。令和４年度は災害

廃棄物計画が策定されることとなってお

ります。この計画は毎回取り上げておりま

して、要望もさせていただいてましたので、

非常にありがたく感じております。よろし

くお願いします。 

 災害廃棄物計画の内容については、代表

質問でも取り上げておりましたけれども、

改めてポイントとか、詳細についてお聞か

せいただきたいと思います。 

 質問番号２９、環境業務課。予算概要７

４ページ、廃棄物広域処理推進事業です。

リサイクルプラザ連絡橋等の整備工事と

して２億円近く計上されております。令和

５年度の広域処理に向け、準備されてると

思いますけれども、改めて進捗状況とか、

令和４年度の取り組みについてお聞かせ

ください。 

 環境センターです。一つございます。質

問番号３０です。予算概要７６ページ、ご

み処理施設維持管理事業です。これも毎回

修繕費に関しては聞かせいただいており

ますけれども、今回も９，０００万円近く

計上されておりまして、前年度よりも４，

０００万円以上大幅にコストダウンされ

ていますが、一方で広域化が控えてると認

識しており、９，０００万円計上されてい

るところのお考えと、あと焼却炉を停止し

ていくかと思いますので、そういったとこ

ろの考え方についてお聞かせいただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 それでは答弁を求め

ます。 

 丹羽部参事。 

○丹羽生活環境部参事 それでは、質問番

号１番、補正予算書２９ページ、地域活性

化事業補助金減額の理由と事業の内容に

ついてお答えします。 

 令和３年度各交付からの地域活性化事

業補助金の申請件数は１０件で、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により令和２年

度の１３件に続き減少傾向にございます。

さらに、コロナ禍以前、令和元年度の３１

件と比較しますと２１件減少している状

況でございます。申請件数の減少により、

令和４年２月末現在、予算執行額は２１８

万２，９３４円となっております。 

 当初予算額である９３６万円から予算

執行額を差し引いた７１７万７，０６６円

が予算残額になりますが、令和２年度実績

を参考に、今後予測されます申請額を考慮

し６００万円を減額したものでございま

す。 

 令和３年度に各校区で実施されました

事業といたしましては、地域のイベントや

お祭り等は新型コロナウイルス感染症の

影響により、昨年に引き続き自粛されてお

りますが、少人数の班編成を組んでの防犯

活動、美化活動を行ったり、防災活動とし

て洪水ハザードマップを作成し、地区の各

校区の会員に配付されるなど、密を避けて

事業を実施されているところでございま

す。 

 続きまして、質問番号２番でございます。

予算概要２０ページ、外国語相談業務委託

料についてのご質問にお答えいたします。 

 平成３１年４月に改正入国管理法が施

行され、外国人労働者の受け入れが拡大し

て以降、外国人市民の人口が増加傾向にあ

る今日におきまして、今後、多文化共生事
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業を推進していくことが重要な施策とな

っております。そのために、まずは市内に

お住まいの外国人市民の方が普段どのよ

うなことを望んでおられるか、どのような

ことにお困りになっておられるか、その声

をお聞きすることが重要であると考えて

おります。 

 令和４年度から実施いたします外国人

市民相談は、これまで利用件数の少なかっ

た月１回の中国語相談を廃止し、新たに

様々な国籍の外国人市民の方が利用しや

すい相談窓口となるよう摂津市国際交流

協会に委託し、毎週火曜日から木曜日の３

日間、午前９時半から午後４時３０分まで

実施する相談事業でございます。 

 続きまして、質問番号３番でございます。

コミュニティプラザ等外壁の修繕の内容

についてのご質問にお答えいたします。 

 昨年、コミュニティプラザの漏水修繕と

いたしまして、パラペット周りの修繕を行

うに当たり、一部で足場を組んで実施いた

しました。コミュニティプラザでは開館か

ら１０年が経過しているため、足場がある

間に普段見られない場所の劣化状況の確

認を行ったところ、外壁目地のシーリング

の一部に亀裂があるなど、経年劣化が見受

けられました。コミュニティプラザの外壁

目地の修繕をするに当たりましては、大規

模な建物であることから、まず設計等を行

い、修繕を実施していきたいと考えておる

ところでございます。 

 続きまして、質問番号４番でございます。

予算概要２８ページでございますけれど

も、市民活動支援センター解体撤去工事の

内容についてのご質問にお答えします。 

 市民活動支援センターは正雀本町一丁

目に所在する建物でございます。平成１３

年に寄附を受け、以降、市民活動団体の活

動拠点として活用されておりましたが、経

年劣化が進んでいることに加え、平成３０

年の大阪府北部地震により、建物に損傷が

生じたことから平成３１年３月をもって

閉鎖しているところでございます。 

 同センターの活用に関して資産活用課

等と協議を重ねた結果、建物の危険性から

令和４年度に解体工事を実施するもので

ございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 森口課長。 

○森口市民課長 それでは、市民課の八つ

の質問にお答えをいたします。 

 まず質問番号５番、斎場使用料、予算書

３３ページでございます。斎場使用料は火

葬料金になりまして、内訳といたしまして

は、ご遺体に加えて死産児、それから病気

やけが等で切断した体の一部、出産に伴う

排出物等の火葬料となります。 

 近年の火葬件数の推移といたしまして

令和元年度は９１１件、令和２年度は９６

９件、今年度は２月末時点で９９９件とな

っており、年度を通じては初めて１，００

０件を超える状況となっております。 

 斎場使用料の増額理由といたしまして

は、火葬件数の増加により今年度も既に１

月時点で予算額を１００万円上回る状況

となっており、近年の実績にあわせて増額

するものでございます。 

 続きまして、質問番号６番、予算書３９

ページになります。個人番号カードの補助

金ですけれども二つございます。まず１件

が事業費補助金になります。昨年度まで予

算計上しておりました個人番号カード交

付費事業費補助金につきましては、歳出科

目の個人番号カード関連事務交付金に連

動した１０分の１０の補助金となり、簡単

に言いますと市が国から補助金をもらっ
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て、その補助金をカード作成事務料として

Ｊ－ＬＩＳ地方公共団体情報システム機

構に支払う構図となっておりました。 

 カード交付事務が従来の市町村長から

の委任であったものが法改正によりＪ－

ＬＩＳの事務として規定され、令和４年度

からは市を介さず、国から直接Ｊ－ＬＩＳ

へ支払われるよう制度改正がなされたた

め、歳入歳出共に科目が廃止されたもので

ございます。 

 また、個人番号カード交付費事務費補助

金につきましては、マイナンバー業務に係

る人件費や備品、消耗品といった経費に係

る１０分の１０の補助金となり、基準額に

ついては、各市区町村におけるマイナンバ

ーカード交付数と全国における交付数と

の交付割合で按分されます。来年度は国の

予算総額が減少したことに加え、マイナポ

イント事業等で全国的に交付枚数が伸び

たことで摂津市の交付割合が令和２年度

に比べて減少したこともあり、予算額も減

少する状況となりました。 

 続きまして、質問番号７番、予算書５９

ページになります。窓口番号案内システム

広告掲載料でございます。このたび導入し

た広告付き番号案内システムにつきまし

ては、プロポーザルを経て広告代理店と摂

津市が契約を締結し、広告代理店の下請に

機器メーカーが入る構図となっておりま

す。広告代理店が営業活動によって獲得し

てきた広告主が支払う広告料を機器導入

費用に充当したため、設置費用は発生して

おりません。 

 また、機器導入費に充当後の余剰分が歳

入として広告代理店から市へ納入される

ものでございます。 

 市民課及び国保年金課の待合席から見

える範囲に番号モニターと並列して広告

モニターを設置し、広告モニターからは１

コマ１５秒の２８コマの７分単位が１サ

イクルとなって繰り返し放映されるもの

でございます。この２８コマの中には、広

告枠以外にも行政情報枠や天気予報、ニュ

ースといったキャッチコンテンツ枠、その

他予備枠が全体の４割程度含まれており

ます。 

 続きまして、質問番号８番、歳出になり

ます。予算概要の３４ページ、戸籍事務事

業です。国は津波により多くの自治体で戸

籍データや紙媒体の副本が水没した東日

本大震災を教訓として、平成２５年に戸籍

副本データ管理システムを導入し法務省

において戸籍の副本が管理されておりま

す。 

 今までは各自治体のシステムがネット

ワーク化されていない状況でありました

が、国の施策として新たに戸籍副本データ

管理システムとなる戸籍情報連携システ

ムを構築することになりました。令和４年

度はこの戸籍情報連携システムに接続す

るための連携サーバの設置、及び疎通作業

を実施する予定でございます。 

 また、改修に伴い必要となるスキャナー

や生態認証機等の機器を導入するもので

ございます。 

 続きまして、質問番号９番、同じく３４

ページの証明書交付等事業になります。こ

の手数料はＪ－ＬＩＳに支払うコンビニ

交付に係る手数料となり、１件当たり１１

７円かかります。予算が大幅な増加となっ

ている主な要因は、マイナンバーカードの

普及によりコンビニ交付の利用件数がふ

えたためで、コンビニ交付件数の推移とし

ては、平成２９年度が３，１６７件、平成

３０年度は５，０８１件、令和元年度が５，

８６４件、令和２年度は８，１９４件と毎
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年右肩上がりとなっております。 

 今年度は２月末時点で既に昨年実績を

１，４００件ほど上回る９，５９１件とな

っており、年度末には初めて１万件を超え

ることが確実な状況でございます。令和４

年度は月平均１，０００件の年間１万２，

０００件を見込んで予算を組んでおりま

す。 

 続きまして、質問番号１０番、個人番号

カード交付事業でございます。この交付金

はマイナンバーカード発行に係るＪ－Ｌ

ＩＳへの事務委任費用となります。従来は

国の予算総額を全国の市町村の人口割合

に応じて配分され、国から提示を受けた額

で予算設定をしておりました。歳入として

ほぼ同額で個人番号カード交付費事業費

補助金がございましたが、先ほどの説明で

も述べたとおり、令和４年度からは歳入歳

出ともに市を介せず、国とＪ－ＬＩＳ間で

直接やりとりをすることになったため、科

目が廃止されたものでございます。 

 続きまして、質問番号１１番、概要７２

ページの斎場管理事業になります。修繕料

の増額ですが、斎場の火葬炉は平成２３年

度に大規模改修を実施しており、既に１０

年が経過している状況でございます。火葬

炉は急加熱、急冷却など過酷な状況を繰り

返すことから、消耗が激しく、機器の故障

を招きやすくストップしてしまう可能性

もございます。おおよそ１０年で火葬炉耐

火材の全面積み替えが必要となるため、令

和３年度以降、１号炉から順々に５か年計

画での修繕を進めているところでござい

ます。令和３年度に実施した１号炉修繕の

うち、制御盤と監視カメラについては、新

型コロナウイルスの影響で海外から部品

が調達できず、令和４年度に先送りをして

おります。 

 令和４年度はもともと予定しておりま

した２号炉の耐火材全面積み替え、制御盤

の更新に加え、令和３年度から先送りした

分も含まれて増額となっております。 

 最後、質問番号１２番、葬儀会館管理運

営事業でございます。せっつメモリアルホ

ールのバリアフリー化に関しては、どのよ

うな対策ができるかということを指定管

理者側と協議を行いながら取り組みを進

めているところでございます。昨年１０月

には車いすで和室タイプの控え室を利用

できるように持ち運びタイプの折り畳み

式簡易スロープを購入し、利用を始めてお

ります。あわせて、車いすで上がっても畳

が汚れないように簡易カーペットや、車い

すの方が利用しやすくなるような机も購

入し、高齢者や障害者の使い勝手の向上を

図っています。 

 また、一定、和式の需要があるトイレの

個室につきましても、男子トイレは和式と

洋式が１対１のため、現状維持をしますが、

個室が三つある女子トイレにつきまして

は、和式と洋式の割合を入れ替えることを

指定管理者側と協議し、まずは２階女子ト

イレについて現在改修を進めています。令

和４年度につきましても残る１階と３階

の女子トイレについて引き続き協議検討

を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課にかかります５点のご質問に

お答えいたします。まず、質問番号１３番、

第３期文化振興計画策定のスケジュール

ですが、４月に文化振興計画策定支援業務

委託に係る実施要項を配布してプロポー

ザルを行って、コンサル業者を決定したい

と考えております。文化振興計画推進審議
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会により、市民や団体を対象とするアンケ

ート内容を決定しまして、６月から７月に

かけてアンケートを実施予定です。 

 その結果から文化振興を取り巻く現状

と課題を分析するなど、合計７回程度の文

化振興計画推進審議会を開催し、第３期の

計画を策定いたします。 

 なお、庁内会議として文化振興計画推進

委員会も立ち上げまして、審議会と連携を

取りながら進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 あと、第３期における現時点での改善ポ

イントですが、第２期計画におきましてス

ポーツの位置づけが基本目標の下の取り

組み内容にのみ記載されています。あくま

で文化振興計画推進審議会での議論によ

りますけれども、昨今、健康への意識が高

まる中、スポーツ、健康づくりを通した文

化振興の位置づけを格上げして、スポーツ

による健康増進の比重を高めていきたい

と考えております。 

 続きまして、質問番号１４番です。コロ

ナ禍においても摂津ふれあいマラソン大

会を開催するための工夫ですが、考えられ

るものといたしましては、密を回避する観

点から一斉スタートから段階的なスター

トに変更すること、当日受付をやめて事前

にゼッケンを郵送すること。当日の出欠確

認は体調管理シートを活用することなど

がございます。また、各種目が同時に走ら

ないように、前の種目がゴールした後に次

の種目がスタートするということも検討

しております。 

 ただ、いずれにいたしましても３年前の

第４０回大会の参加者１，１４９人の受け

入れは困難であろうことから、種目数の縮

小ですとか、参加人数の制限を行わなけれ

ばならないということも想定されます。ま

た、走ってる最中の密の発生も避けられま

せん。 

 それでも、委員がおっしゃいますように

２年連続で摂津ふれあいマラソン大会が

中止となっておりますことからも、何とか

実施に向けて進んでいければと考えてお

ります。 

 続きまして、質問番号１５番です。令和

４年度のアスリートスポーツ教室につい

てですけれども、委員からもありましたよ

うに味舌体育館のオープンを記念して石

川佳純選手による卓球教室を実施いたし

ます。この石川佳純選手の卓球教室ですけ

れども、参加する子どもたち一人一人が必

ず 1回は石川選手とラリーをするとか、サ

ーブを受けるとか、指導を受けるとか、直

接的なふれあいの場をもってもらうとい

うことを石川選手サイドにお伝えしてお

ります。石川選手と直接卓球をしたという

記憶は子どもたちに必ず残りますので、一

流のアスリートと触れ合うという仕掛け

から、憧れの気持ちなどを刺激して、スポ

ーツを始めるきっかけにしたいと考えて

おります。 

 続きまして、質問番号１６番、市立体育

館空調設備設置工事についてです。５月か

ら供用開始いたします味舌体育館では第

１体育室にエアコンを完備しております

が、既存の鳥飼、正雀、味生の体育館の第

１体育室はエアコンがない状態でござい

ます。夏場は特に、猛暑・酷暑が続くこと

から熱中症対策への懸念がある中、風の影

響を受けやすいバドミントンや卓球など

の競技への影響を鑑みながらも、令和４年

度におきましては、まず鳥飼体育館のエア

コンを設置し、市民に安心して使ってもら

える体育館を実現していきたいと考えて

おります。 
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 続きまして、質問番号１７番、味舌体育

館におけるスポーツ振興の具体策ですが、

令和３年第４回定例会におきまして味舌

体育館の指定管理者として既存の体育施

設を指定管理している株式会社エスエス

ケイの指定を議決いただきました。これ以

降、株式会社エスエスケイと連携をとりな

がら様々な種目、分野の専門家とか、トッ

プアスリートを招聘したスポーツ教室の

開催を模索しております。 

 まず、具体的に申し上げますと、子ども

を対象とした子ども体操教室、キッズダン

ススクール、高齢者を対象としたヨガ教室、

介護予防体操教室、そのほか一般の方を対

象としたバドミントン教室、エアロビ教室

などです。さらに、妊産婦を対象とした親

子マタニティ教室も実施に向けて進めて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、産業

振興課に係ります５点のご質問のうち、質

問番号１８番、予算概要７８ページの鳥飼

なす保存奨励事業にかかりますご質問に

ご答弁申し上げます。鳥飼なすの栽培に関

しましては、令和３年度に実施いたしまし

た新たな取り組みとして、潅水装置がござ

います。自動で散水のできるチューブを株

にはわせまして、ポンプアップで自動的に

水をやれるという装置のことですけれど

も、そちらの装置を導入させていただきま

したり、あとは植え付け本数の見直しを行

いました。潅水装置を導入したことにより

まして、水やり作業の負担が大幅に軽減さ

れましたと同時に、潅水装置を活用いたし

まして、液体肥料を水に混ぜ自動散布でき

るようになりました。また、植え付け本数

を少なくして株と株の間、また畝と畝の間

の間隔を若干広くとりますことで、実が枝

に干渉して傷がついてしまうのを防ぐと

ともに、木への日照の照射量をさらに確保

することで鳥飼なすの品質を向上させる

取り組みも行いました。 

 それらの結果、令和３年度につきまして

は、全体の収量のうち、Ａ級品の占める割

合が高くなりまして、鳥飼なすの品質向上

が行えたものと考えております。 

 令和４年度につきましても収穫量の増

加もさることながら、栽培方法の改善、工

夫を行うことによりまして、本市特産品で

あります鳥飼なすのさらなる品質向上に

引き続き取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 産業振興課に係

ります４点のご質問についてお答えさせ

ていただきます。質問番号１９番、予算概

要８０ページ、中小企業育成事業、ビジネ

スサポートセンターの令和３年度の実績

を踏まえた令和４年度の取り組みについ

てお答えさせていただきます。 

 ビジネスサポートセンターは令和３年

４月から週１回のスタートで１日３枠の

予約枠を設定して実施しております。コロ

ナ禍の今後の事業展開、経営改善等につい

て事業所の方からの相談ニーズが高かっ

たことから、７月以降は週２回に変更して

実施しております。令和４年１月までの実

績でございますが１９８枠の相談枠のう

ち、１８９枠の相談数になっており、実施

率は９５．５％でございます。 

 また、相談者の事業所の方からコロナ禍

の事業展開として新商品の開発の取り組

み、新商品を開発してクラウドファンディ

ングを実施する例がこの一年弱の間に既
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に５事例実際に出ております。また、多く

の方が販売開拓用に新たにホームページ

を作成されるなどの実績も出て、非常に効

果があったのではないかと考えておりま

す。 

 これらの実績の取り組みから令和４年

度も引き続き週２日の相談の実施体制で

行ってまいります。さらに、令和４年度の

取り組みといたしましては、相談者の約半

数４８％の方が女性の方ということでご

ざいますので、女性の相談員を１名増員さ

せていただいて、より幅広い対応や深い相

談ができるようにしていきたいと考えて

おります。 

 また、相談の中で業界の特性にあった専

門家を交えたオンラインでの相談を実施

するなど、より幅広い相談に対応できる体

制づくりに取り組み、事業所の相談者の方

に寄り添った相談体制を構築してまいり

たいと考えております。 

 引き続きまして、質問番号２０番、予算

概要８０ページ、創業支援事業の創業促進

補助金が前年度に比べて６０万円減額に

なっている理由についてということでご

ざいますが、令和２年度から実施した事業

でございます。市内に創業して５年以内の

飲食店に関して家賃の２分の１、上限５万

円を基本６か月間、補助する事業でござい

ます。 

 減額の理由といたしましては、利用実績

が令和２年度は１件３０万円、令和３年度

は１件３０万円ということで、コロナ禍の

飲食店ということもありまして実績が少

なかったということで予算の見直しが行

われることになりました。全体像が、なか

なか把握できないということもございま

して、利用につなぐということは難しいと

いうこともございますが、ビジネスサポー

トセンターの開設もあり、実績等はあがっ

ておりますので丁寧に実施していきたい

と思っております。 

 引き続きまして、質問番号２１番、予算

概要８０ページ、スクラッチカード発行事

業の令和３年度の実績と令和４年度の取

り組みについてお答えさせていただきま

す。令和３年度に関しましては、コロナ禍

の商業支援対策として令和２年度と同様

に当初予算の交付金を倍額にして補正を

行い、当選確率を倍増の４０％にさせてい

ただきました。 

 その実施時期としては、令和３年１１月

１０日から１２月１０日ということで参

加店舗は１８３店舗、令和２年度よりもふ

えておる状況でございます。 

 スクラッチカードの発行総枚数は７万

６，９５９枚ということで３００円券、１，

０００円券の交換率は７５％を超えてい

る状況です。店舗からアンケートをとって

おるんですけれども、ほとんどの店舗の方

がご満足いただいて「地域の活性化につな

がった」「お店の宣伝や売り上げ、顧客の

増加につながった」というような高い評価

をいただいております。 

 令和３年度の参加店舗の紹介としてイ

ンスタグラム等もやっており、今後も続け

ていきたいと考えております。 

 令和４年度の新たな取り組みといたし

ましては、広報課で来年度にコンテストを

開催されるということでございますので、

その賞品としてスクラッチカードの参加

店舗で利用できる商品券などをお渡しい

たしまして、よりこの事業を盛り上げてい

けたらと考えております。 

 引き続きまして、質問番号２２番、予算

概要８２ページ、消費生活相談事業の機械

器具費、自動通話録音装置について令和３
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年度と今までの推移、今後の見込みについ

てお答えさせていただきます。この自動通

話録音装置の事業について平成２９年度

の購入は５０台で貸与が２０台、平成３０

年度は５０台購入で貸与は５１台、令和元

年度は購入が６０台で貸与が８８台とい

うことで、コロナ前は順調に事業は進んで

おりました。 

 ただ、令和２年度、今後の伸びを想定し

て１２５台購入したんですが、啓発が難し

いこともあって貸与は３５台ということ

になっております。令和３年度の実績は３

６台という現状でございます。 

 ただ、アンケート等をとりますと有効な

事業ということも分かっておりますので、

令和４年度に関しましては１００台の購

入を見込んでおる状況でございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 環境政策課にかか

ります４点についてご答弁させていただ

きます。まず、質問番号２３番、狂犬病予

防注射関係でございます。過去の委員会等

でもご答弁させていただいてますように、

登録がございますご家庭に対して集合注

射のご案内から予防注射の事務はスター

トいたします。細かく分けていろいろ８項

目にわたりまして接種率向上のための対

応をさせていただいております。 

 令和３年度のトピックスといたしまし

ては、本来でございましたら令和２年度に

集合注射を１日ふやす予定でございまし

たが、コロナ禍の関係で集合注射が１日し

か実施できず、実際には令和３年度から実

施日を１日増加させていただきました。 

 それと、高年齢の犬の生存確認も実施い

たしておりまして、その対象年齢を下げて

生存確認をさせていただいております。平

成３０年度は２０歳以上というところか

らスタートいたしまして、令和３年度には

１４歳の年齢を上回る犬について生存確

認をいたしております。 

 その成果といたしまして、接種率で説明

させていただきますと、平成３０年度は６

３．３％、令和元年度は６５．５％、令和

２年度は集合注射等ができなかった関係

で少し下がりまして、６２．９％、今年度

につきましては、まだ２月の時点でござい

ますけれども７０％を少し上回っている

状況でございますので、来年度もこの８項

目について継続して実施していきたいと

考えております。 

 続いて、美化関係でございます。まず、

美化ボランティアの募集の関係でトピッ

クスを申しますと、来年度はＬoＧo フォ

ームの活用を今検討いたしております。 

 それと市民課と、窓口案内システムに美

化ボランティアの募集の掲載をしていき

たいということで、今協議中でございます。 

 美化活動でございます。現在、基本的に

は月の第４火曜日に３か所を輪番で清掃

活動を行っております。また、議員の皆様、

市民の方からも安威川以南について一度

検討いただきたいということで、お話がご

ざいましたので、一度試行的に南摂津駅周

辺をしていこうということで、担当が検討

をしております。 

 温暖化対策でございます。本会議場でも

ご説明させていただきましたように、３月

７日までパブリックコメントを実施して

おります。現在、策定委員会で議論を行っ

ており、最終的には計画書を市長に提出し

ていただく予定になっております。その答

申を受けまして、摂津市としての計画とい

うことになりますが、９６項目の事業がご

ざいます。進行管理に向けて、各課と調査
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をし、その内容につきましては、今後のご

審査になりますが、議案第１７号で附属機

関の役割を変更させていただきます。策定

委員会という名称を推進協議会という名

称に変更し、その中で進行管理についてご

報告等々をしていきたいという予定にし

ております。 

 それとＰＦＯＡの関係でございます。環

境政策課にもご質問等々、お電話等々がご

ざいます。その中で、やはり光好委員から

もございました、発がん性でございますと

か、出生時の低体重児への影響とか、いろ

いろご心配なところ、また農作物について

もご心配なところのお問い合わせがござ

います。 

 現在、お問い合わせに対しましては、国

が暫定の目標値を数値として示しており

ますのは、水環境における内容のみである

とか、現在身体に対しては科学的な、国際

的な評価がないでありますとか、水以外の

濃度分析等々につきましても、国際的に標

準化された分析方法はないことを口頭で

ご説明をしているというような状況でご

ざいます。 

 風評被害の関係でいいますと、市に対策

を講じてほしいという要望が農政担当に

出てるということも承知をいたしており

ます。我々はこれまでの大阪府の環境分野

を通じて、環境省等々からいろいろ資料を

集めたり、提供できる情報を頂戴したりい

たしております。 

 今のところは口頭でのご説明のみにな

っております。他市ではホームページに情

報を掲載しておられるところもございま

す。ただ、その内容はやはり、水環境のみ

であるとか、身体への科学的知見はなく、

これから国が調べていくとか、水以外の濃

度の分析方法につきましては、国際的な評

価方法はまだないとか、そういう内容でご

ざいます。その内容のみでいいのか、市民

の皆様がご心配されてる広い範囲でお知

らせをすべきか、これから検討をするため

に、今まで以上に環境省、または大阪府か

ら何か資料が頂戴できないか模索をして

いるところです。 

○香川良平委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは、環境業

務課にかかります３点のご質問にお答え

させていただきます。 

まず、質問番号２７番、ごみの分別ガイ

ドブックの内容、ポイントについてのご質

問でございます。 

 令和５年度からの茨木市とのごみ処理

広域化にあわせまして、ごみの分別方法の

見直しを予定しております。ガイドブック

につきましては、ごみの分け方、出し方の

分別方法と収集の日程ですね。それと、持

ち込みごみの搬入先、次から茨木市に変わ

りますので、搬入先のご案内、それと食品

ロスの削減など、家庭でのごみの減量化の

取り組み、こういった紹介もあわせて掲載

するなど、分かりやすいガイドブックにし

ていきたいと考えております。 

 また、ガイドブックの配付につきまして

は、令和５年度の広域化開始前に市内全戸

配布を予定しているところでございます。 

 別途イラスト等も活用した優しい日本

語版でのごみの出し方についての簡略し

たガイドブックも作成しようと考えてお

ります。 

 続きまして、質問番号２８番、災害廃棄

物処理計画のポイントについてのご質問

にお答えさせていただきます。災害廃棄物

処理計画につきましては、発災時における

混乱等を避け、迅速な対応を行えるよう策

定を行うものでございますが、特に、発災
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後のごみが分別されず排出されますと回

収や選別作業の余分な時間、またコストが

必要となってまいります。計画については、

初動体制や住民との連携、こういったとこ

ろが重要なポイントと考えております。 

 環境業務課におきましては、収集職員で

校区担当を決めまして、ごみ出しに関する

ことなど、地域の自治会長や廃棄物の減量

等推進委員と日頃から顔の見える関係を

築いております。計画の実効性を高めるた

めにも、策定後は計画をもとに平時におい

て地域の方と災害時のごみ出しや集積場

の設営などについて共有化を図っていき

たいと考えております。 

 続きまして、質問番号２９番、広域に向

けた令和４年度の準備や取り組みについ

ての問いでございます。令和５年４月から

の広域処理開始に向けまして、現在搬入路

となります橋の工事など、準備を進めてい

るところでございますが、令和４年度の取

り組みといたしましては、茨木市とは地方

自治法上の事務の委託に向けた手続がご

ざいます。 

 本市独自の準備としましては、先ほど申

しました新たな分別区分の周知、収集運搬

の部分でいいますと、令和５年度から搬入

先が茨木市となりますことから現在の委

託は令和４年度までとしております。その

ため、搬入先や分別区分など、新たな条件

のもと、令和５年度からの委託契約を行う

必要がございますので、令和４年度に準備

を行います。 

 そのほかといたしまして、広域処理によ

り環境センターの焼却業務が終了するこ

ととなりますので、所管となります環境セ

ンター、ごみ処理部門の再編といったとこ

ろも関係課を含めた中で検討していくと

いうことを考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 三浦センター長。 

○三浦環境センター長 それでは、質問番

号３０番、ごみ処理の広域化に向けた修繕

料の考え方についてのご質問にお答えい

たします。令和５年度より茨木市とごみの

広域処理が開始予定となっていることか

ら、令和３年度のオーバーホールでは令和

３年度及び令和４年度において安定的に

ごみの焼却ができるよう必要最低限の定

期補修点検と修繕を行ってまいりました。 

 令和４年度においては、予防保全として

のオーバーホールにつきましては行わず、

広域ごみ処理開始までの一年間を安定的

にごみの焼却ができるよう、焼却炉の耐火

物の補修や消耗部品の交換など必要最低

限度の定期補修点検を予定するとともに

故障やトラブル対応における修繕のため

の経費を見込んでおります。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 答弁が終わりました。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、２回目の質問

です。まず、質問番号１です。地域活性化

事業補助金について減額されてる理由と

令和３年度の実績については理解いたし

ました。この地域活性化事業補助金は、現

在各校区の連合自治会の事業に対して補

助されていると認識してます。 

 以前も申し上げましたが、今後、地域の

活動を活性化する上では、単一自治会への

支援ということがますます重要になって

くるかと思いますし、コロナ禍というとこ

ろでいくと連合自治会の活動がなかなか

難しいというところもございます。この件

は一般質問でも取り上げてますけれども、

改めて今後の考え方についてお聞かせい

ただきたいと思います。 
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 質問番号２、国際交流事業の外国語相談

業務委託料です。中国語の相談を廃止し、

様々な国籍の外国の方に利用しやすい窓

口にしていくというところで、週３回にふ

やして対応されるというふうに理解いた

しました。 

 確認の意味でお聞かせいただきますけ

れども、今まで中国語だったと思うんです

けれども、何か国語を想定されているのか。

調べてみますと、大阪市は５か国語に対応

するとホームページにも載っておりまし

たので本市としてどうされるのか。そうい

った多言語に対応できる人員の確保とい

うことが必要になってくるかと思います

けど、その辺の対応の方法、考え方につい

てお聞かせください。 

 質問番号３、コミュニティプラザ等の外

壁修繕設計委託料です。施設などを修繕す

る際は、足場を組むような大規模な修繕に

今回もなろうかと思います。場合によって

は施設の一時的な閉館というところも検

討する必要があると思いますけれども、そ

のあたりの対応をどう考えておられるの

か。また、施設を利用される方への影響に

ついてお考えをお聞かせください。 

 質問番号４です。市民活動支援センター

の解体撤去工事についてお聞かせいただ

きました。地震に伴う危険、損傷に伴った

撤去とお聞かせいただきました。確認の意

味で、撤去後の跡地利用など、今もし考え

ておられましたら今後の方向性について

お聞かせください。 

 質問番号５番、斎場使用料が増額されて

いる理由は、近年の火葬件数が年々ふえて

るからと理解いたしました。令和３年度は

１，０００件を超えるというところも含め

て予算編成をしたと理解いたしました。 

 では、火葬件数はふえてますけれども、

確認の意味で市内在住者と市外在住者の

割合がどうなってるのか。あるいは、料金

体系についてどう対応されているのかと

いうことと、やはり、件数がふえてきます

と予約に関する仕組みが気なりますので、

市内在住者と市外在住者で、どういった対

応をしているのか、お聞かせいただきたい

と思います。 

 質問番号６です。個人番号カード交付費

事業費補助金が制度改正のため廃止され

たというふうに理解いたしました。そうい

った意味では、Ｊ－ＬＩＳの話も出てきま

すけど、市への負担、あるいは影響という

ものがあるのかないのか、確認の意味でお

聞かせください。 

 質問番号７です。窓口番号案内システム

です。内容は理解いたしました。システム

導入に関する効果や、市民への反響といい

ますか、お声をもし聞いておられましたら

どのようなものがあるのか、効果とそうい

った市民の声についてお聞かせいただき

たいと思います。 

 質問番号８です。戸籍システム改修委託

料についてです。お聞かせいただきまして、

国の施策として戸籍情報連携システムを

構築されたことによるものと理解いたし

ました。各自治体のシステムがネットワー

ク化されるということでございましたけ

れども、そういった意味では、市民にとっ

てのメリットはどういったものがあるの

かという点についてお聞かせいただきた

いと思います。 

 続きまして、質問番号９です。コンビニ

交付の見込みなど、ここ数年の推移につい

てお聞かせいただきました。令和４年度は

あくまでも見込みだと思いますけれども、

１万２，０００件というところを見込んで

おられるということで、まさに右肩上がり、
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毎年ふえているということは確認できま

した。 

 毎回申し上げてますけど、コンビニは夜

間、あるいは休日の証明書発行もできます

し、窓口業務の負担軽減という点もござい

ますので、ぜひ引き続きＰＲも行っていた

だきまして、市民サービスの向上という点

を鑑みながら進めていただきますように

よろしくお願いいたします。これは要望と

しておきます。 

 続きまして、質問番号１０です。個人番

号カード交付事業において個人番号カー

ド関連交付金が削除された理由をお聞か

せいただきました。毎回聞かせていただい

てますけれども、マイナンバーカードの現

時点での交付率を確認でお聞かせいただ

きたいのと、府内市町村での摂津市の位置

づけ、あるいは令和４年度、さらなる交付

率向上への取り組みについて２回目のご

答弁をいただきたいと思います。 

 質問番号１１です。斎場管理事業です。

修繕料の増額理由と修繕内容についてお

聞かせいただき、理解しました。 

 先ほど、火葬件数が増加してるとお聞か

せいただきまして、これからもふえていく

んじゃないかと感じてるところでござい

ますけれども、火葬件数の増加に伴ったい

わゆる火葬炉の維持とか、あるいは修繕の

５年計画を立てられると思いますけれど

も、現時点でそういった影響がないのかと

いうところの考えについてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 質問番号１２です。葬儀会館管理運営事

業です。せっつメモリアルホールでのバリ

アフリー化、あるいはトイレの洋式化等々

についてお聞かせいただきました。現時点

でも予算化はない一方で指定管理者と協

議しながら取り組まれ、工夫されておられ

るというところで、地道に対応されてるこ

とに関しては感謝申し上げたいと思いま

す。引き続きお願いしたいと思います。 

 これから案件によっては、予算化も必要

なこともあろうかと思いますので、当然そ

の連携の中でできたらいいんですけど、適

宜ご判断をいただければと考えておりま

すし、これからも誰にでも利用しやすい葬

儀会館という視点に立って取り組んでい

ただきたいと思いますのでよろしくお願

いします。この質問を終わらせていただき

ます。 

 続きまして、質問番号１３です。文化振

興事業でございます。第３期文化振興計画

策定に向けたスケジュール、あるいは現時

点での改善ポイントについてお聞かせい

ただきました。スポーツ、健康づくりを当

文化振興の位置づけに格上げしたいとお

聞かせいただきまして、私もぜひ、健康増

進に向けてしっかりと位置づけを見直し

て取り組んでいただきたいなと思ってい

るところでございます。 

 ご存じのように、そういった計画策定と

いうところは、当然のことながら重要なん

ですけれども、あくまでもそれは目的では

なくて、いかにしてどう進めていくかとい

うのが重要になってくるかと思います。そ

ういった意味でも、第３期の進行管理を実

効性のあるものにしなければならないと

思いますので、それらの考え方についてお

聞かせいただきたいと思います。 

 質問番号１４、摂津ふれあいマラソン大

会事業です。コロナ禍において開催するた

めの工夫をお聞かせいただきました。当然

のことながら密を避けるというところで

の段階的なスタート、あるいはゼッケンな

どの事前送付ということも考えておられ

るということで、ぜひ、開催に向けて、い
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かにしてできるかという視点に立って、準

備いただければと思います。 

 摂津ふれあいマラソンは本市のスポー

ツ振興を推し進めるには、なくてはならな

いと思いますし、先日新聞に淀川寛平マラ

ソンも開催する方向で進めているという

記事があったと思います。このコロナ禍で

もやれるということの事例にもなるかと

思いますので、ぜひ、より一層取り組んで

いただきたいと思いますし、まさに健康づ

くり、にぎわい創りとして重要なイベント

でもありますので、ぜひ、これからもよろ

しくお願いいたします。これは要望として

おきます。 

 質問番号１５です。スポーツ振興事業で

す。石川佳純選手による卓球教室の具体的

な内容をお聞かせいただきました。このア

スリートスポーツ教室ということの視点

に関しては毎回質問をさせていただいて

おります。以前のご答弁でアンケートをと

られたというふうに伺ってまして、そのと

きは一流選手とのふれあいの中で何事に

も意欲的に取り組む姿勢を養うとともに、

健やかな心を育んで徳育につなげていく

ということの一定の効果があったという

ようなご答弁をいただいていたかと思い

ます。非常に有効な企画だと思いますし、

好評であると思いますけれども、アスリー

トスポーツ教室を５月に開催予定とお聞

きしてますけれど、今後の展開をどのよう

に考えてるのか、お聞かせいただきたいと

思います。 

 質問番号１６、体育施設維持管理事業で

す。鳥飼体育館のエアコンから設置してい

くという方向であるとお聞かせいただき

ました。予算書の８ページ、債務負担行為

というところで、体育館の空調設備の整備

事業というのがございました。ご答弁もあ

りましたように、このエアコン設置に関す

るものとお察ししますけれども、内容につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 質問番号１７です。体育施設維持管理事

業です。味舌体育館での指定管理の取り組

み、あるいはスポーツ振興に対しての取り

組みについてお聞かせいただきました。

様々な世代を対象とした教室を検討され

ていることに感心しましたが、指定管理者

のメリットをうまく活用されてるんじゃ

ないかと感じました。今後も試行錯誤しな

がらスポーツ振興に向けて新しい教室を

開催していただきたいと思いますので、ぜ

ひよろしくお願いいたします。これも要望

としておきます。 

 続きまして、質問番号１８です。鳥飼な

す保存奨励事業です。前年度の実績を踏ま

えた令和４年度の取り組みというところ

で、令和３年度は工夫されて取り組まれて、

品質向上という観点で成果があったよう

にお見受けいたしました。一方で、これま

でのご努力によって市内、あるいはいろん

な店舗で鳥飼なすの販売が始まっていま

すが、一方でなかなか手に入らないという

声もあります。私の近所でも「どこに売っ

てるの」とか、私がお裾分けをもらったと

きに譲りましたら非常に喜ばれるといっ

た状況が続いています。 

 品質を維持しつつ、生産量をふやしてい

くなどの工夫もしていただいて、せっかく

鳥飼という名前がついてますので、鳥飼地

域の方とか、あるいは市内の方が手軽に食

べれるような形にぜひ持っていっていた

だきたいなと思っておりますので、これか

らも期待しております。これも要望として

おきます。 

 続きまして、質問番号１９です。中小企

業育成事業です。ビジネスサポートセンタ
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ーの前年度の実績も踏まえた令和４年度

の取り組みについてお聞かせいただきま

した。令和３年度の実施率が９５．５％と

非常に高い、あるいは令和４年度には女性

の相談員を設けるというところは理解い

たしました。 

 自民党・市民の会としてもビジネスサポ

ートセンターの必要性を提言してまいっ

た次第でございますので、これからも取り

組んでいただきたいと思います。先ほど、

ご答弁があったかと思いますけれども、新

規事業といいますか、中小企業等の新商品

の開発支援補助金３０万円が計上されて

おりまして、先ほどのご答弁にもあったか

と思いますけれども、どういった部分に活

用されているのかという点について、再度

お答えいただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号２０です。創業支

援事業です。創業促進補助金のところで、

令和３年度の実績を踏まえた減額理由を

お聞かせいただきました。令和２年度、令

和３年度は１件というところでございま

して、ビジネスサポートセンターが好評だ

というところでこれから効果が出てくる

のかなと思いますけれども、相談件数など、

把握できていない部分もあり、令和４年度、

どう把握していくのかというとこについ

て、お聞かせいただきたいと思います。 

 質問番号２１です。スクラッチカード発

行事業です。前年度の実績を踏まえた令和

４年度の取り組みというところで、令和４

年度もいろいろとＰＲも含めて工夫して

取り組まれるということをお聞かせいた

だきました。 

 商品券の還元率も７５％ということで、

市民の認知度も上がってきてるんじゃな

いかと思います。ぜひ、これからも、市民

が楽しく参加できて、また、市内でうまく

還元できるような、工夫もしていただきま

して、さらに盛り上げていただきたいと思

いますので、これは要望としておきます。 

 続きまして、質問番号２２です。自動録

音装置の推移と実績について、お聞かせい

ただきました。 

 コロナ前には順調に伸びてたというと

ころなんですけど、コロナ禍になってから

減少しているというところでございます。

コロナ禍だからこそ、在宅時間が長いので、

効果があると思いますので、ぜひもっとＰ

Ｒしていただきたいと思います。そういっ

た意味では、さらにやっていくという意気

込みも含めて令和４年度、どう考えてるの

かというのを改めて聞かせていただきた

いと思います。 

 質問番号２３です。飼犬等保護管理事業

の予防接種についてでございます。いろい

ろと、コロナ禍で集団接種が難しい中で、

工夫して取り組まれているということを

理解しました。また、令和３年度で７０％

を超えて、順調に伸びてるんじゃないかと

思います。 

 確認の意味で、ご質問させていただきま

したけれども、これからも地道に取り組ん

でいただければと考えますので、よろしく

お願いいたします。これも要望としておき

ます。 

 続きまして、質問番号２４です。環境美

化事業です。美化ボランティアの令和４年

度の取り組み、あるいは、鳥飼地域の展開

について、お聞かせいただきました。 

 令和４年度はＰＲ等々をさらにやって

いくとともに、試行的に鳥飼地域で実施し

ていくと前向きなご答弁をいただきまし

て、本当にありがとうございます。 

 私も、びかぼの登録者の一人として、実

は、定期的に清掃活動等にも取り組んでご
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ざいます。また、びかぼチューズデーは、

鳥飼地域の方が安威川以北に行かれてい

ることもあります。安威川以南の活動であ

ればより一層、参加しやすくなると思いま

す。 

 鳥飼地域は、ご存じのように、令和３年

度末にまちづくりのグランドデザインの

答申がだされますので、環境美化、あるい

は、先ほど言いました、南摂津駅を核とし

たにぎわいづくりの施策にもなるかと思

いますので、ぜひ、精力的に取り組んでい

ただき、試行的とおっしゃってましたけど、

課題を抽出しながら、四つ目の活動場所と

して、位置づけていただきたいなと切に感

じておりますので、どうかよろしくお願い

いたします。これも要望とします。 

 続きまして、質問番号２５です。地球温

暖化対策事業の令和４年度の取り組み、あ

るいは、進行管理というところをお聞かせ

いただきました。 

 取組実績は、ホームページに公表すると

書いておりましたので、上位概念の行政経

営戦略を鑑みながら、やっぱり実効性のあ

る管理指標を定めていただきたいと思い

ます。 

 少し視点を変えますけども、主要事業一

覧に、施設改修に合わせ太陽光発電設備を

設置していくと書いておりました。この太

陽光発電について、今後、どのように取り

組んでいくお考えなのか、２回目お聞かせ

いただきたいと思います。 

 質問番号２６、ＰＦＯＡについてです。

本市における風評被害の発生状況、あるい

は対策というところで、環境政策課として

の視点でお聞かせいただけたと思います。

ぜひ、正確な情報発信に努めていただきた

いと思います。ＰＦＯＡにつきましては、

環境政策課のみにならず、健康被害やった

ら保健福祉課になると思いますし、農作物

でしたら農政になると思ってまして、それ

ぞれの立場で対応していくべきで、全てを

環境政策課で対応するということではな

いと思います。 

 特に、先ほど、ご答弁にもありましたけ

ど、農作物に関しての風評被害防止の要望

書というところでいきますと、農政の対応

と思います。対応する所管のラインといい

ますか、環境だったら環境省でしょうし、

農政だったら農林水産省であったりとか、

大阪府から情報をしっかりとそのライン

で収集して対応すべきなんじゃないかな

と思いますので、もし、対応されてるんで

あれば、それを紹介いただきたいですし、

これからしようとしてるんであれば、どう

しようとしているのかというのをお聞か

せいただきたいと思います。 

 質問番号２７です。ごみ減量啓発ガイド

ブックのポイントなどについて、お聞かせ

いただきました。理解いたしました。 

 視点を変えますが、昨年、決算審査に係

る委員会でリサイクルプラザにおいて、ペ

ットボトル回収を優先して剪定のごみの

対応がまだ通常の対応に戻っていないと

いうことをおっしゃってました。そういっ

た意味では、リサイクルというのは、非常

に重要なポイントでございますので、令和

４年度の剪定ごみに対しての見通し、どう

なっているのか、確認の意味でお聞かせい

ただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号２８です。ごみ収

集処理事業でございます。 

 ご答弁にもございましたけれども、やは

り、同計画は実効性の高いものにする必要

があると思います。 

 例えば、具体的なマニュアル作成をした

り、処理のシミュレーションをする、ある
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いは、ご答弁にもありましたけど、連携体

制の構築など、あらかじめ、準備しておく

必要もあろうかと思います。これからの対

応みたいなのを聞こうと思ってたんです

けど、先ほど、策定後のこともお聞かせい

ただきましたので、もうこれも要望として

おきたいと思いますけれども、災害はいつ

起こるのか分かりませんので、初動対応の

在り方とか、体制構築というとこでは、ぜ

ひ地域の方への周知を行い、しっかりと計

画推進に向けて取り組んでいただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。これは要望としておきます。 

 質問番号２９です。廃棄物広域処理推進

事業です。令和５年度、広域化に向けた進

捗状況、令和４年の取り組みについて、お

聞かせいただきました。 

 このごみ処理の連携は、代表質問でも取

り上げましたけど、市民にとって、単にご

みの分別方法を変えるということではな

くて、さらなるごみの減量推進、あるいは、

民間事業者への連携も図りながら、サービ

ス向上というとこに取り組んでいかなけ

ればならないと思います。ぜひ、この広域

化というのを好機に捉えて、ごみ処理改革

という視点に立って、取り組んでいただき

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。要望とします。 

 質問番号３０です。私は、焼却炉の停止

に向けてどう考えてるのかということを

聞いたつもりやったんですけど、答弁漏れ

があったようなので、停止の時期とか、ど

う処理していくのかという点について、２

回目、お聞かせください。 

○香川良平委員長 暫時休憩いたします。 

（午前１１時４６分 休憩） 

（午後 ０時４８分 再開） 

○香川良平委員長 それでは、再開をいた

します。 

 答弁を求めます。 

 丹羽部参事。 

○丹羽生活環境部参事 それでは、ご質問

１番でございます。地域活性化事業補助金

に関連しまして、単位自治会への支援につ

いて、お答えさせていただきます。 

 令和３年６月、摂津市自治連合会により、

自治会、町会の活性化を検討するプロジェ

クトチームが発足されました。市も事務局

として参画させていただいております。単

位自治会への支援策につきましても、検討

されているところでございます。会議にお

きまして、メンバーの皆様からも委員のご

指摘のとおり、単位自治会の活性化を図る

ことで地域全体の活性化につながると意

見がありまして、この間、５回の会議を重

ねる中で、具体的な支援策をまとめられて

おります。内容といたしましては、自治会

を今後維持していくためにも、加入世帯数

の少ない、単位自治会を重点的に支援する

ため、日頃から取り組んでおられる防犯・

防災活動や美化活動に関して、財政的な援

助について検討されているところでござ

います。 

 ４月に開催を予定されております自治

連合会総会にて決議の後、令和４年度にご

要望いただいて整備を進めていく予定で

ございます。 

 続きまして、質問番号２番でございます。

外国人市民相談の相談対応と人員につい

てのご質問にお答えさせていただきます。 

 摂津市国際交流協会では、これまで、業

務の中で対応してこられた外国人市民の

方からの相談の言語の多くは日本語であ

ったということで伺っております。そのた

め、対応といたしましては、同協会のこれ

までの実績も踏まえ、やさしい日本語と英
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語による対応を想定してございます。言語

での対応が必要な場合は、日本語教室ボラ

ンティア養成修了生などの国際交流協会

のほうで把握されております市内の外国

語をしゃべれる方をつないだり、あと、大

阪府国際交流財団（ＯＦＩＸ）による通訳

サービス等で活用、対応してまいりたいと

考えているところでございます。 

 それから、次、質問番号３番でございま

す。コミュニティプラザの外壁修繕の関係

でございます。 

 今後、施設を開館しながら修繕を予定し

ているところではございます。ただし、コ

ミュニティプラザには、講座やイベントの

利用者だけでなく、男女共同参画センター

やシルバー人材センター、国際交流協会の

事務所をはじめ、保健センターでは健診も

実施されてるところで、多くの方にご利用

いただいている施設でございます。修繕を

実施するに当たりましては、このように多

くの利用者、団体にも影響が生じるため、

設計段階におきまして、コミュニティプラ

ザの指定管理者だけでなく、各団体の事業

や健診等の状況を踏まえて調整を行い、施

設の利用者にできるだけ、ご迷惑をかけな

いよう配慮して進めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

 続きまして、質問番号４番で、解体後の

方針についてでございます。建物を解体撤

去し、更地にした後につきましては、現在、

行政財産で使っているんですけども、用途

を普通財産に変更し、資産活用課に所管換

えをしていく予定としているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 森口課長。 

○森口市民課長 それでは、市民課に係り

ます六つのご質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず、質問番号５番、斎場関係です。市

内の方と市外の方の火葬件数の割合につ

きましては、産汚物を除く数値となります

が、今年度の状況として、２月末時点で市

内の方が６８９件、市外の方が２３３件と

なっております。火葬料では、産汚物を除

いて市内の方と市外の方で３倍の料金差

を設けており、例えば、１２歳以上の大人

の場合、市内の方は１万５，０００円、市

外の方は４万５，０００円となっておりま

す。なお、斎場の予約方法は、各事業者が

事前に利用登録した予約システムを使っ

て、オンラインで申し込み、先着順で受け

付けております。 

 続きまして、質問番号６番、マイナンバ

ーに関する補助金関係です。個人番号カー

ド交付費事業費補助金が廃止されても市

が行うマイナンバーカードの交付事務に

ついては、従来と同じ流れとなり、特に影

響は生じません。カード交付事務への影響

はございませんが、補助金が市を介せず、

国からＪ－ＬＩＳに直接支払われること

で、補助金申請ほか、歳入歳出の事務手続

における負担がなくなり、結果的に職員の

負担は軽減されてます。 

 続きまして、質問番号７番、窓口番号案

内システム関係です。システム導入による

一番の効果は、ホームページから窓口の混

雑状況をリアルタイムで把握できるよう

になったことと、任意ではございますが、

待ち時間が長くなった際に、一旦、離席し

ても、順番が近づいてくるとお手持ちのス

マホにお知らせ通知が届くようになった

こと。この２点が大きな効果となります。 

 また、市民が窓口に並ばずに待合席で待

機されることで、職員の心理負担が軽減さ

れていると感じております。市民からは、
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自分がいつ呼ばれるのか、目安が分かるの

でありがたいとか、ほかの市役所のように

デジタル化されたとか、そういった評判を

聞いております。 

 続きまして、質問番号８番、市民が受け

るメリットについてですが、市民のメリッ

トとしては、このシステム改修により、令

和５年度中に戸籍届出時の戸籍謄抄本の

添付が不要になったり、戸籍謄抄本の広域

交付が実現される予定となっております。 

 例えば、婚姻届を提出する際に、現状は、

戸籍謄抄本の提出が必要となりますが、今

後は提出の必要がなくなり、システムを通

して、職員側で確認することが可能となり

ます。また、現状本籍地でしか取れない戸

籍謄抄本につきましても、全国どこの自治

体でも取得可能となり、利便性が高まりま

す。 

 続きまして、質問番号１０番、マイナン

バーカードの普及状況等でございます。摂

津市のマイナンバーカードの普及につき

ましては、２月末時点で申請率が５３．６

５％、交付率が４６．９３％となっており

ます。大阪府内における交付率の市町村順

位では、摂津市は７位に位置しており、市

だけに限定すると、３番目に位置しており

ます。市でトップの吹田市は４７．８８％

ですので、摂津市と大差がない状況でござ

います。 

 マイナンバーカード事務の令和４年度

の取り組みとしましては、マイナポイント

第２弾が今年１月からスタートしており、

ポイント付与を受けるには、９月末までに

カードの申請が必要となるため、令和４年

度は申請者が増加すると見込んでおりま

す。 

 過去のマイナポイント第１弾の際に、申

請者が激増し、窓口が大変混雑する事態と

なったために、同様の事態とならないよう、

実際に申請者等が増加した場合に備えて、

本館１階ロビースペースに申請受付事務

等の特設会場設置を検討しております。そ

れによって、混乱回避に努めていきたいと

考えております。 

 続きまして、質問番号１１番、火葬件数

の増加に伴う維持補修への影響です。冬場

は例年、死亡者が増加する傾向となってお

り、季節的な影響もありますが、１月以降

は１日５枠ある火葬炉がほぼ連日フル稼

働状態となっております。火葬炉は使えば

使うほど劣化が進み、今年度修繕した１号

炉を除いては、大規模修繕の目安となる１

炉当たり２，０００回という使用頻度を既

に超過している状況でございます。 

 炉が故障してしまうと火葬ができなく

なり、市民に多大な影響を及ぼすために、

常にメーカーと連携を図りながら、日々の

保守点検、目視点検、着火テストをしっか

りと行い、不具合が判明すれば、メーカー

に連絡を入れて、メンテナンス対応をして

もらっております。また、必要に応じて、

台車のグリスアップほか、予防的措置や軽

微な修繕を実施して、炉の維持補修に努め

ております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります３点のご質問にお

答えいたします。 

 まず、質問番号１３番、第３期文化振興

計画の進捗管理についてですが、令和３年

３月に摂津市行政経営戦略が策定された

ことによりまして、各分野計画の進捗管理

を集約したものが行政経営戦略の進捗管

理となりました。文化振興計画の進捗管理

におきましても、施策の展開ごとに関連す
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る事業をひもづけて、それぞれにおいて、

当該年度の取り組み実績と分析考察を行

うということとなります。 

 あと、管理指標を含めた考え方ですが、

こちらも、行政経営戦略において、ＫＰＩ

を設定しておりますが、このＫＰＩを達成

するためにも文化振興計画での個々の取

り組みを進めていく必要がございます。 

 一例で申し上げますと、行政経営戦略の

ＫＰＩに市、指定管理者主催のスポーツイ

ベントの延べ参加者数というものがあり

ます。各スポーツイベントの延べ参加者数

をふやすための方策といったものを計画

で管理することになりますので、この辺り

も文化振興計画推進審議会でご議論いた

だくことになろうと思います。 

 続きまして、質問番号１５番、アスリー

トスポーツ教室についてです。一流選手と

触れ合い、共にスポーツをするということ

は、子どもたちにとって、記憶に残るかけ

がえのない体験となるとともに、スポーツ

体験の機会を市民へ提供することができ

る、貴重な機会と捉えております。 

 令和４年度は味舌体育館のオープンに

合わせて、教室を実施いたしますけれども、

同時に指定管理者によるアスリートスポ

ーツ教室も実施されます。こうしたことも

踏まえまして、これ以降も指定管理者とも

連携を取りながら、一流の選手等を招聘し

た効果的な教室等を実施してまいりたい

と考えております。 

 続きまして、質問番号１６番、債務負担

行為の体育館空調設備整備事業について

ですが、こちらの内容は、正雀体育館、味

生体育館と、３館全てのエアコン設置とな

ります。 

 債務負担行為についてですが、業者選定

の方式として、鳥飼、正雀、味生体育館の

三つの体育館をまとめて、設計施工の一括

発注方式での契約を想定しております。３

館一括発注することでスケールメリット

によるコストダウンを図れることと、設計

施工を一括で発注することで、そのタイミ

ングを合理的に実施できることなどから、

２か年計画で取り組む想定をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、産業振

興課に係ります３点のご質問について、お

答えさせていただきます。 

 質問番号１９番、中小企業等新商品開発

の支援補助金についてでございますが、新

たな補助金を創設した狙いといたしまし

ては、ビジネスサポートセンターは、経営

課題の核となる部分、不況下での事業見直

し、下請の脱却のために新商品開発、販路

拡大の相談にのれる体制がございます。既

に、クラウドファンディングやホームペー

ジ作成などで相談の対応をしており、それ

ら、新たなチャレンジをされる事業者の方

を応援する支援策として、この新商品開発

支援補助金を創設いたしました。 

 まずは、ビジネスサポートセンターで相

談していただいたＢｔｏＢの事業者の方

がＢｔｏＣの新商品を開発する事例を対

象にして、支援してまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、質問番号２０番、創業のた

めの把握とか、そういう具体的な方策につ

いてでございますが、新たな創業促進補助

金等の創業の支援策につなげていくとい

うことだけではなく、やはり、創業者の方

に金融機関が支援しておるということも

ございます。特に市内の金融機関に関して、

市のほうから、創業関係の補助金もござい
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ますので、しっかりと促していくことで、

相談、創業の補助金等につなげていったり、

新たな支援策につなげていけるのではな

いかと考えております。 

 起業融資補助金なんかも実際、創業の補

助金でございまして、金融機関から上がっ

てくる補助金なんですけれども、例年より

少ないですが、５件の相談がございますの

で、しっかりと市内金融機関と連携しなが

ら、創業者の方の支援をしてまいりたいと

考えております。 

 続きまして、質問番号２２番、消費相談

の自動通話録音装置という事業に対して、

来年度はどのように考えているかという

ことでございますが、コロナ禍となって、

利用が非常に減っております。令和元年度

まででしたら、高齢者の方々や介護事業所

など、直接的に支援する方に啓発ができ、

その結果、利用が増加しておりまして、多

い月では、２７台もの貸し出しがございま

した。しかしながら、コロナ禍となりまし

て、直接、啓発する機会がなくなり、自治

会回覧等で間接的な啓発に努めましたが、

利用の増加には至っておりませんでした。

令和４年度に関しましては、消費者安全確

保地域協議会を設置いたしまして、直接高

齢者を支援する包括支援センターや介護

事業者、社会福祉協議会が構成メンバーと

なっておりますので、自動通話録音装置の

利用の促しを図れるように進めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 質問番号２５番、温

暖化対策の関係でございます。主要事業に

書いております温暖化対策事業の中に施

設改修に合わせ太陽光設置に係る実施設

計を行っていくと書かせていただいてお

ります。 

 予算につきましては、施設所管課のほう

に予算を配分しているということでござ

います。同一部内で申しますと、令和４年

度、温水プールの屋上防水に係る実施設計

をされるということで、その中に、予算を

計上させていただいているというような

状況でございます。 

 この考え方は、財政課との話の中で来年

度以降もこの考え方で、進めていくという

ことの合意は得られております。しかしな

がら、温暖化対策の担当課といたしまして

は、やはり、ゼロカーボンシティを目指す

に当たっては、摂津市地球温暖化対策地域

計画の各事業の実施、遂行が肝要であると

考えておりますので、庁内合意を得ながら

計画の遂行に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○香川良平委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、質問

番号２６番、ＰＦＯＡに係ります２回目の

ご質問につきまして、農政の立場からご答

弁申し上げます。 

 地域住民のほうから、農作物の安全性に

対する不安の声が上がっておりますこと

や、栽培した農作物が売れにくくなってい

るといった風評被害が発生している、本市

が実際に直面している状況につきまして、

現在、農林水産省近畿農政局や大阪府北部

農と緑の総合事務所と情報共有をしなが

ら、課題の共有に努めておるところでござ

います。 

 農作物の風評被害防止の取り組みとい

たしましては、標準化された分析方法も確

立されておらず、身体への影響に関する指

標等もない中、農業者も消費者もそれぞれ

日々不安を抱えておられます。現段階でど
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こまでがはっきりと分かっている事実で、

何がまだはっきりとは言えないことなの

かを農政の立場からも関連する情報を発

信していくことが必要であると考えてお

ります。 

 以上です。 

○香川良平委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは、質問番

号２７番、剪定ごみの今後の見通しのお問

いでございます。 

 剪定枝につきましては、一般廃棄物の処

理基本計画においても、リサイクルの促進

として剪定枝の資源化を掲げているとこ

ろでございます。リサイクルプラザのペッ

トボトルの搬出の関係で昨年度まで受け

入れを一部中断させていただいておりま

したが、ペットボトルの処理も平常に戻り

ましたことから、市民などの一般の受け入

れは今年度から行っております。 

 また、大量搬入となります造園業者につ

きましても、リサイクルプラザ内の橋梁工

事着工に当たり、工事エリアと剪定枝保管

の調整もできましたことから、造園業者の

方にも受け入れの再開をお知らせさせて

いただいたところでございます。 

 令和３年度は全ての受け入れ再開には

至りませんでしたが、令和４年度は年間を

通じての受け入れとなり、さらなるごみの

減量化に努めていきたいと考えておりま

す。 

○香川良平委員長 三浦センター長。 

○三浦環境センター長 それでは、質問番

号３０番、ごみ処理広域化に伴う焼却炉の

停止時期と、それに向けた考え方について

のご質問にお答えいたします。 

 令和５年度からのごみ処理広域化に伴

い環境センターへのごみの搬入は令和４

年度末をもって終了する予定としており

ます。しかし、焼却業務につきましては、

搬入されたごみがピット内に残りますこ

とから、これらの処理が完了するまでの間、

引き続き、環境センターでの焼却業務を継

続させる必要がございます。 

 継続期間につきましては、ごみピット内

のごみ量によって変動いたしますことか

ら、具体的な焼却継続期間については、現

段階では、お示しすることはできませんが、

長期にわたる焼却の必要はないと考えて

おります。令和４年度につきましては、で

きるだけ早期に焼却停止できるようなご

みの焼却量をコントロールした運転を行

うとともに焼却継続期間においても安定

したごみの焼却ができるよう設備の維持

管理に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、３回目の質問

に入らせていただきます。 

 おおむね、要望とさせていただきますけ

ど、一部、もう少しだけ聞かせていただき

たい案件もありますので、よろしくお願い

いたします。 

 まず、質問１です。地域活性化事業補助

金についてですけれども、単位自治会への

支援について理解いたしました。 

 ご答弁にも４月の開催予定の自治連合

総会で決議を得た後に令和５年度の予算

化というところで理解いたしました。非常

にいい方向に向かっていると受け止めて

おります。 

 あと、これも以前から取り上げさせてい

ただいてますけれども、自治会、町会への

負担というところでございます。市役所の

各部署からばらばらに依頼があったりと

か、非常に負担が大きいところも、よく自

治会長からは聞いておりまして、私のほう
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では、窓口を一本化するなり、あるいは、

一旦、一本化することによって、全体の量

を掌握した上で、タイミングを計ったり、

あるいは、依頼そのものを減らすとか、そ

ういったことも提案させていただいたと

思いますけれども、改めて、負担軽減につ

いて、検討がどこまで進んでいるのかとい

うのをお聞かせいただきたいと思います。 

 質問番号２、外国語相談業務の多言語対

応です。基本的には日本語と英語でという

ことですね。あと、国際交流協会を経て通

訳等々、いろんな対応をしていくというこ

とで理解いたしました。 

 本市に、滞在または居住されている外国

籍の住民の方は、日本語を少し話せるとい

うことでしょうけれども、やっぱり、生活

習慣とか、あるいは、社会システムなどの

違いによって、戸惑ったりされる、あるい

は、不自由に感じたりされることも多々あ

るかと思いますので、ぜひ、これからも力

を入れて、丁寧に対応いただければと考え

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。要望とします。 

 続きまして、質問番号３です。コミュニ

ティプラザ等の外壁修繕につきまして、お

聞かせいただきました。基本的には開館し

ながらというところで、詳細はこれから検

討していくと理解いたしました。 

 ご答弁にもありましたように、コミュニ

ティプラザはたくさんの方が利用されて

おりますので、極力、利用者への影響が少

なくなる方向でやってほしいですし、利用

者にとっても、あるいは、施工者にとって

も安全に実施していただきたいなと考え

ております。 

 また、工事の際、一部で足場を組まれる

と思いますが、１０年が経過してますので、

また新たな視点で点検が必要なとこは点

検するといったとこも含めて、効率的に作

業を進めていただければと考えてますの

で、よろしくお願いいたします。これも要

望としておきます。 

 続きまして、質問番号４です。市民活動

支援事業ですけれども、市民活動支援セン

ターの撤去後の方向性について、お聞かせ

いただきました。普通財産にして、資産活

用課に引き渡すというところの理解です。

所管が変わりますので、直接的な要望には

ならないとは思いますけど、たしか、立地

的にも非常にいい場所だったんかなと思

いますので、売却するのかどうか判断はこ

れからやと思いますけども、ぜひ有効に活

用していただきたいと思います。これも以

上で終わります。 

 続きまして、質問番号５です。斎場です。

市内外の方の利用状況と予約の仕組みに

ついて、お聞かせいただきました。予約は

オンラインで先着順というのと、市内外の

方では利用料金に３倍の差を設けてると

いうことを理解いたしました。 

 年々利用者もふえてきておりますし、先

ほどのご答弁にありましたように、耐用年

数が厳しくなってきてることを危惧しま

す。市民の方々が利用できないという状況

にならないかと危惧しますので、３倍の料

金設定、あるいは、先着順ということもあ

りますけれども、やはり、状況に応じて、

市内利用者が使いやすくできるというよ

うな視点も、これから必要になってくるか

もしれませんので、状況に応じた対応をお

願いしたいと思います。これも要望としま

す。 

 続きまして、質問番号６です。先ほど来

から答弁いただいてますように、直接、Ｊ

－ＬＩＳに支払われるということですね。

なぜ今まで市を介してたのか、よく分から
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ないところもあるんですけれども、結果的

に負担軽減をするということなんですね。

理解しました。ありがとうございます。こ

の質問は理解しましたので、これで終了と

させていただきます。 

 質問番号７です。窓口番号案内システム

です。導入による効果と市民の声というと

ころで、結局、市民にとっても、職員にと

ってもメリットがあると理解いたしまし

た。 

 待っておられる方にとっては、ある程度、

先が読めるので、非常によくなったんじゃ

ないかと思います。 

 また、コロナ禍において、非接触ででき

るようになったということで、いいんじゃ

ないかと思います。広告の映像が流れるの

で市が提供できる情報の時間の制限があ

るとは思いますけど、より有益な情報を発

信していただくような、そういった工夫も

していただければと考えておりますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

 続きまして、質問８です。戸籍システム

の改修委託料です。戸籍情報連携システム

に関する市民のメリットをお聞かせいた

だきました。 

 直接的に関係ないかもしれませんけど、

サイバー攻撃など、非常に懸念されるとこ

ろでございまして、そこを狙われると情報

漏洩してしまうというのは危惧するとこ

ろではございますけれども、一方で利便性

向上ということにもつながりますので、こ

れから確実に進めていただくということ

と、そういった情報連携の周知のほうもし

っかり取り組んでいただければと思いま

す。 

これも要望とします。 

 続きまして、質問番号１０です。個人番

号カード交付事業費補助金です。交付率が

４６．９３％。市に限定すると３位という

ところで、非常に高い水準で維持されてる

と理解しました。 

 また、マイナポイント第２弾の対応をす

べく特設会場も検討されてるということ

ですので、混雑解消に向けてしっかり対応

いただけたらと思います。今後もマイナン

バーカードを活用した情報連携を展開さ

れると思いますので、メリットについても、

広く周知していただいて、しっかり取り組

んでいただきたいと思います。要望としま

す。 

 続きまして、質問番号１１です。斎場管

理です。火葬件数増加に伴う影響について、

お聞かせいただきました。やはり、火葬炉

に負荷がかかっていると理解しました。一

方で、状況に応じて、メーカーと連携しな

がら、適宜対応されてるということですの

で、しっかりとこれからも取り組んでいた

だきたいと思います。 

 これから、ますます稼働率は上昇する可

能性もございますし、ご答弁にもありまし

たけど、突発的な故障ですね。これは、非

常に大きな影響を与えますので、しっかり

と５年計画をやれば大丈夫なんでしょう

けども、その内容を含めて、予防保全とい

う視点で、しっかりと維持管理していただ

きたいと思いますんで、どうかよろしくお

願いいたします。これも要望とします。 

 続きまして、質問番号１３です。文化振

興事業です。第３期の進行管理について、

ご答弁いただきました。上位概念の行政経

営戦略ですと、しっかりとひもづけをして

いただきたいと思いますし、体系的に進行

管理をいただければと思います。 

 また、文化振興という観点で、市民から、

市民ギャラリー設置に関する要望書が出

されたという、お話もお聞きしております。
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恐らく、いろんな課題もあろうかと思いま

すが、文化芸術活動の促進を図りたいとい

う思いも受け止められますので、ぜひ丁寧

に対応していただければと考えておりま

すので、これも要望としておきます。 

 続きまして、質問番号１５です。スポー

ツ振興事業ですが、アスリートスポーツ教

室の今後の展開について、お聞かせいただ

きました。指定管理者と連携しながら取り

組んでいく意向を確認させていただきま

した。スポーツは、子どもたちの心身の健

康、健全な育成に欠かせないものでありま

すし、健康づくりとか仲間づくりという基

盤を育むものだと感じております。先ほど、

ご答弁もありましたけど、アスリートスポ

ーツ教室は、非常に刺激をもらう、あるい

は、夢とか志を醸成することが期待されま

すので、ぜひ、引き続き、取り組んでいた

だきたいと考えております。 

 この指定管理である株式会社エスエス

ケイの特有のルートは生かさない手はな

いと思いますので、ぜひ、これからもよろ

しくお願いしたいと思います。要望としま

す。 

 質問番号１６です。債務負担行為の体育

館の空調設備整備について、お聞かせいた

だきまして、３館を一括して発注すると、

コストダウンを図れるということでござ

いました。理事者側の手間も省けるという

ことですので、本当に合理的な対応である

という理解をしました。 

 市立体育館は、避難所でもあるので、早

急な対策が必要やと私は考えてます。体育

館のエアコン設置ということを考えます

と、大がかりなものになりますので、でき

るだけ、利用者への影響がないように工夫

しながら対応をお願いします。また、一方

で安全対策についてもしっかりと努めて

いただきたいと思います。これも要望とし

ます。 

 続きまして、質問番号１９、中小企業育

成事業でございます。ＢｔｏＢからＢｔｏ

Ｃへの相談ということですね。本当に新た

なビジネスチャンスだと思いますので、ぜ

ひ丁寧に対応いただければと思います。 

 もう一点、お聞かせいただいたのは、主

要事業一覧にドローンの話が書いてあっ

たんです。操縦資格の取得に向けて、取得

費用の補助というところの記載がござい

ました。ドローンは今いろいろ使われてる

と思います。画像を利用した測量とか高所

の危険箇所の点検であるとか調査など、い

ろいろと可能性があると思いますが、その

狙いについて、お伺いしたいと思います。 

 質問番号２０です。創業支援事業のとこ

ろの相談件数把握についてでございます。

ビジネスサポートセンターと連携すると

ともに、金融機関ともしっかりと連携する

ということで理解いたしました。ぜひよろ

しくお願いいたします。これも要望としま

す。 

 質問番号２２です。消費生活相談ルーム

事業でございます。コロナ禍においても直

接啓発できるよう、効率的な仕組みを取り

組んでいくというところでございました。

ぜひ、いろんな場面でＰＲしていただけれ

ばと思いますし、コロナ禍だからこそ利用

していただくように何とか頑張ってほし

いと思います。よろしくお願いいたします。

要望とします。 

 続きまして、質問番号２５、温暖化対策

事業でございます。太陽光発電の整備、設

置に関する今後の方向性をお聞かせいた

だきました。ゼロカーボンシティを表明さ

れてますし、脱炭素社会の実現に向けて計

画的にやっていただきたいと思うんです
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が、確認の意味で先ほど各所管課で予算化

がされてるっておっしゃってましたけど、

現時点で例えば、中期的、長期的に計画が

あるのか、ないのかだけお伺いしたいと思

います。 

 続きまして質問番号２６です。ＰＦＯＡ

に関してでございます。農政の立場として

現在の対応、あるいは考え方をお聞かせい

ただきまして、しっかりと対応していかな

あかんというような力強いお言葉もいた

だきまして、ありがとうございます。先ほ

ども申し上げましたけども、それぞれの立

場で、それぞれが主体性を持って、情報収

集をしたり、対応することが大事だと思い

ますので、ぜひ全庁的に取り組んでいただ

きたいですし、実際に要望書を見てると、

特定の農作物が、もう既に敬遠されている

話もあるような記載もございましたので、

正確な情報を入手して、しっかり発信して

いくということに努めていただければと

考えますので、よろしくお願いいたします。

これも要望としておきます。 

 質問番号２７です。ごみ減量啓発事業で

ございます。剪定ごみの回収について既に

受け入れ開始をしてるということで安心

させていただきました。ごみの減量化、あ

るいは環境保全という観点でいきますと、

よく言われます３Ｒですね。リデュース、

リユース、リサイクルいうところの視点も

重要やと思いますので、ぜひそういった循

環型社会の実現というところも視点に入

れて取り組んでいっていただければと思

います。 

 また、ごみ減量というところでいきます

と、家庭ごみの減量というところも非常に

重要な視点でございまして、先ほどのご答

弁でガイドブックにも書いていくという

ふうにおっしゃっていただいてたと思い

ますのでぜひ、取り組んでいただきますよ

うによろしくお願いいたします。これも要

望といたします。 

 質問番号３０番です。焼却炉は令和５年

度末には停止し、処理をしていくという考

え方やと理解しました。残り１年でも、修

繕料が９,０００万円かかるというところ

でございますので、しっかりと大きなトラ

ブルがないようにやっていただきたいと

思います。また、ごみの処理施設の運転に

関わってる方のモチベーションも下がっ

てくることも考えられますので、そういっ

たときに事故がございますので、そういっ

た心のケアっていうことも含めながら、最

後の最後まで安定操業に努めていただけ

ればと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

○香川良平委員長 それでは３点の質問

に答弁を求めます。 

 丹羽部参事。 

○丹羽生活環境部参事 それでは、質問番

号１番でございます。自治会の負担軽減に

ついてお答えさせていただきます。 

 自治連合会のプロジェクトチームの会

議におきまして、委員のご指摘の内容につ

いて検討が進められており、依頼事項の見

直しについても、案がまとまりつつござい

ます。具体的には各課から随時自治会、町

会に個別に依頼していた事項を自治振興

課にて集約し、自治会、町会長が一堂にお

集まりになられます４月の総会及び１０

月の定例会時に一括してご依頼させてい

ただきたいと考えております。また、行政

に提出いただく書類に関しましても、自治

振興課のほうにまとめてご提出をいただ

いて依頼事項を一元化していきたいと考

えております。自治会、町会の事務負担を
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少しでも軽減するように努めるものでご

ざいます。 

 また、自治会、町会に依頼されます書類

に関しましても提出書類が多く、書き方が

難しいとのお声もいただいております。書

類の見直しにつきましても関係課で検討

を進めてるところでございます。なお、こ

の依頼事項の取り扱い、整理につきまして

は令和４年４月から運用を図ってまいり

たいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 質問番号１９番、

ドローンの操縦資格の取得費用に関する

補助の狙いについて、お答えさせていただ

きます。 

 国は令和２年６月にドローンなどの無

人航空機登録制度を創設され、令和４年６

月２０日に登録が義務化されます。１００

グラム以上の機体は登録を受けていない

と航空の用に供してはならないとされて

おります。また、現在、民間で実施されて

いるドローン操縦資格のカリキュラムに

ついても国が整備をしておる状況でござ

います。国はドローンなどの無人航空機の

登録操縦資格の整備を行うことから新た

な輸送手段として考えているのではない

かと思われますので、このような新しい動

きのある分野に市内事業者の方が参加し

ていくことで新たな可能性を切り開き、そ

れらのことを後押しするために、令和４年

度に、ドローン操縦資格の補助を創設いた

しました。補助については市内の事業者の

方を対象といたします。この補助金は、市

内事業所でさせていただく予定にしてお

ります。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 温暖化対策の取り

組みについてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 現在のところ、中長期の計画というとこ

ろまでは作成に至ってないという現状で

ございます。本市の温暖防止化地域計画は

今年度末に完成を迎えます。その完成を迎

え、庁内合意を経て、財源の確保も含めた

議論をし、政策決定をしていただき、中長

期の事業が表明できると考えております

ので令和４年度にはその議論を進めてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ４回目、最後にしたいと

思います。 

 まず、質問番号１でございます。地域活

性化事業補助金のところでございまして、

自治会、町会の負担軽減については、検討

が進んでると理解いたしました。 

 ２回に分けて依頼するということなん

で、非常に効率を考えていただいてると思

いますし、また、提出書類の内容の見直し

についても着手されてるということで、や

ってみてから見えてくるということもあ

ろうかと思いますので、まずは実際に運用

し、逐次、修正も加えていっていただけれ

ばと思います。これらの改善に向けての取

り組みは先ほど来からもご答弁がありま

したようにプロジェクトチームが発足し

てということもありますし、やっぱり所管

課からもいろいろと、支援をいただいた結

果やと思いますので、そういったご厚意に

対しては感謝申し上げたいと思います。こ

れからも自治会、町会、うまく連携しなが

ら対応していただきたいと思いますので、

今後ともよろしくお願いいたします。要望

としておきます。 



- 35 - 

 

 続きまして、質問番号１９です。ドロー

ンの資格の狙い等々についてです。 

 結局、国が免許制度の義務化ということ

なんですね。ドローンはいろんな可能性が

ある一方で、規制もいろいろとあると思い

ますので、同時並行的に周知をしていただ

くということも考えながらやっていただ

きたいと思いますし、事業全体からいきま

すと、やはり市内事業者に寄り添った支援

という視点でも、しっかりやっていただき

たいと考えておりますので、よろしくお願

いします。これも要望とします。 

 質問番号２５、太陽光発電の設備に関す

る計画の考え方。今、中長期の計画はない

と。計画策定をしたところやから、これか

ら財源を考えながら逐次やっていくとい

うことの理解でございます。私も元エンジ

ニアとして、屋上とか屋根とかに工事をや

ろうとしたら、耐荷重などの事前調査って

いうのも絶対に必要になると思いますの

で、施工が遅れるのでやっぱりそういった、

改修に合わせて実施していくんであれば

事前に調査ということもやっておく必要

があると思います。ぜひＦＭの部門とうま

く連携を図りながら、できるだけ早い段階

で計画に落とし込んでいくような対策を

取っていただきまして、着実に進めていた

だければと考えますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上で終わります。 

○香川良平委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、一般会計の質

問をさせていただきます。全て予算概要で

お願いします。 

 まず、質問番号１番、２８ページ、コミ

ュニティセンター管理事業です。（仮称）

味生コミュニティセンター基本構想を策

定されてると思うんですけれども、今後の

スケジュール、それから、どこの場所にそ

のコミュニティセンターをつくるつもり

なのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 質問番号２番です。住民基本台帳事務事

業、３４ページです。摂津市は２０１６年

から本人に知らせることなく、自衛隊へ若

者の名簿を提供してきました。以前から憲

法に基づく自己情報コントロール権を侵

害すると指摘をしてきましたけれども、今

回、摂津市の個人情報保護審議会にこの問

題を諮るとのことですが、その内容につい

てお尋ねをいたします。 

 質問番号３番、３４ページ、個人番号カ

ード交付事業の予算額が大きく減少して

るっていうのは、先ほどの光好委員の質問

で内容が分かったんです。申請数なども教

えていただきましたが、廃棄と留め置きに

ついてもお聞かせいただきたいと思いま

すので、再度申請数、交付数、それから廃

棄、留め置き、これを教えていただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 質問番号４番、７２ページ。斎場管理事

業。 

 今回、屋上の防水修繕設計委託料が組ま

れておりますけれども、どのような工事で、

どのようなスケジュールで行っていくの

か。それをしている間の市民の方への影響

はないのかということについて、教えてく

ださい。 

 続きまして、質問番号５番、４２ページ。

体育施設維持管理事業です。 

 新味舌体育館の建設工事、これがようや

く完成して、皆さんに使っていただくとい

う状況になってまいります。地元の市民か

らは、体育館としても避難所としても望む

声があり、喜ばれていることと思っており
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ます。 

 また、ＬＧＢＴ等の方への配慮、こうい

うことも行ってつくられている施設とい

うことで、そういうことも含めて、しっか

りと市民の皆さんに広報していただきた

いと思っておりますので、この件に関して

は要望としておきます。 

 続きまして、質問番号６番、７０ページ。

大気水質等調査事業です。 

 これはＰＦＯＡ汚染についてお尋ねい

たします。そのうちの１番目ということで、

本会議での答弁について、お尋ねします。 

 先日の本会議、自民党・市民の会の代表

質問に対して、担当部長は、国は発がん性、

低体重児出生への影響など、身体への影響

については見解が十分でなく、国際的な評

価はないと述べていると答弁されました。

国のどのような文書で、国際的な評価はな

いと書かれているのか。 

 私の手元にある厚生労働省の水質基準

等の改正方針について、案にはなりますが、

ここでは、暫定目標値の趣旨の項目で、Ｗ

ＨＯでは、飲料水質ガイドラインの逐次改

正に関する作業プログラムにおいて、ＰＦ

ＯＡとＰＦＯＳをリスク評価の対象物質

と位置づけ、現在検討が進められているこ

と。 

 国際的に評価が大きく動き、これは影響

がある可能性が高いほうへ動いているわ

けですね、毒性学的に明確な目標値の設定

は困難であるが、現時点における諸外国機

関が行った評価の中で、妥当と考えられる

ものを参考に、我が国の目標値を暫定的に

設定すると書かれています。これは昨年の

第４回定例会の私の一般質問でお伝えし

ているところです。 

 また、この資料の中で別紙として、アメ

リカの環境保護庁、ＥＰＡのがんや低出生

体重児への影響の可能性を示しているな

ど、各国の報告が並んでいます。 

 ＷＨＯで統一された規制の数字を出せ

る段階ではない。ガイドラインにはいずれ

盛り込まれると思いますが、今の段階で、

数字を出せる段階ではないが、国際的に評

価はちゃんと行われ、各国機関ががんや低

出生体重児等に影響があるという知見を

既に出して、集積しているからこそ、日本

でも水に対しての目標値が出されたので

はないでしょうか。国際的に統一した基準

値はないなら分かるけれども、国際的な評

価がないとはどういう意味でしょう。 

 また、摂津市、ＰＦＯＡについて、発が

ん性や低出生体重児へのリスクはないと

思っているのかどうか、お答えください。 

 また、奥村副市長は、科学的知見の積み

重ねがないうちに話題が先行すると、風評

被害が大きくなる懸念があると答弁され

ましたが、国は、諸外国機関で知見が積み

重ねられているのを参考に水の目標値を

決め、そういう水を飲まないように、使わ

ないようにということを言っているわけ

ですね。その知見は積み重ねられていない

という認識なんでしょうか。 

 ＰＦＯＡについて、発がん性や低出生体

重児の指摘があるということの否定をす

るのでしょうか、お答えください。 

 また、風評被害防止の対策を取られると

のことですが、どのようなことを考えてお

られるのか。今まで光好委員の質問にお答

えがありましたけれども、それ以外のこと

をお考えでしたら、そのことについても教

えていただきたいと思います。 

 そして、ＰＦＯＡについての二つ目です

けれども、摂津市の状況について、がんの

罹患率、低出生体重児の割合の本市の状況

は、統計的に見て、大阪府内の団体と比較
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して特異性がない、こういう答弁も行われ

ました。どういったことを根拠にしている

のか。 

 また、これは摂津市ではＰＦＯＡによる

身体被害は発生していないということで

しょうか。お答えください。 

 続きまして、質問番号７番、７０ページ。

温暖化対策事業です。 

 代表質問でも述べましたが、気候危機と

呼ばれる状態の中で、温暖化対策は待った

なしです。摂津市も、２０５０年に温室効

果ガス排出量を実質ゼロにすることを表

明しましたが、その実現のためには、２０

３０年の目標が重要です。 

 摂津市は政府と同じ目標値にしました

が、世界的に求められているレベルと、日

本政府の目標の乖離をどう見ているのか、

お尋ねします。 

 質問番号８番です。７４ページ。ごみ収

集処理事業です。 

 茨木市との広域化で、ごみ収集の地域割

りや収集車の運行経路、どのようになるの

か、教えてください。 

 質問番号９番です。農業委員会運営事業、

７６ページです。 

 先ほどもＰＦＯＡ汚染の問題が出てお

りました。要望書が出ているということで、

私も資料請求をして、読ませていただきま

した。 

 また、それ以前から、農業委員の方から

も、いろいろと相談が出されていると思っ

ております。 

 風評被害とはどのようなものでしょう

か。先ほど、水以外、農作物など基準がな

いとのお話でした。それでその農作物に害

はない、風評被害だとどうして言えるのか、

お答えください。 

 質問番号１０番です。７８ページ。市民

農園設置事業。 

 自治会で市民農園の利用を行っている

方からも、ＰＦＯＡ汚染について相談を受

けていると思います。どのような内容で、

どのような対応をされたのか、お尋ねしま

す。 

 質問番号１１番です。８０ページ。中小

企業金融対策事業。 

 この予算額が減っております。これはど

うしてでしょうか。この間の融資の実績に

ついても、お答えください。 

 質問番号１２番です。８０ページです。

創業支援事業。 

 創業促進補助金というのがございます。

どのような内容でしょうか。 

 また、額が減っているのはどうしてでし

ょうか。 

 質問番号１３番です。８２ページ、企業

立地等促進事業です。 

 毎回聞いておりますけれども、この間の

大企業、中小企業の割合、会社数、件数と

金額、それぞれ教えてください。 

 以上、１回目です。 

○香川良平委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 丹羽部参事。 

○丹羽生活環境部参事 それでは、１番の

ご質問にお答えさせていただきます。 

 予算概要２８ページ。 

 コミュニティ施設管理事業に関連しま

して、（仮称）味生コミュニティセンター

基本構想建設スケジュール及び場所につ

いてのご質問にお答えさせていただきま

す。 

 コミュニティセンターの基本構想につ

きましては、本年度中に基本構想を作成す

る予定ではございました。 

 しかしながら、ご承知のとおり、新型コ
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ロナ感染症の影響で、地域懇談会の開催が

予定より遅れております。現状では、令和

４年度の上半期に基本構想策定を終え、そ

の後竣工に向けて基本設計、実施設計、建

設工事を進めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 また、建設場所につきましては、基本的

には、現地建て替えということで考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 森口課長。 

○森口市民課長 それでは、市民課に係り

ます三つの質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、質問番号２番、自衛隊への名簿提

供についてですが、こちらは、今月２５日

に開催予定の個人情報保護審議会にお諮

りする予定となっております。 

 審議内容は主に２点ございまして、名簿

提供について、従前のとおり、紙媒体によ

る提供を継続していってよろしいかとい

う点と、もう一点が、紙媒体で提出した場

合、自衛隊への名簿提供について、名簿対

象者の中には、自己の情報を名簿から除外

してほしいという要望がある可能性も否

定できませんので、自己の個人情報を保護

する観点から、名簿対象からの除外申請手

続制度を導入することへの可否も、併せて

諮問するものでございます。 

 続きまして、質問番号３番、マイナンバ

ーカードについてでございます。 

 マイナンバーカードの状況ですが、２月

末時点での数値となりますが、申請件数が

この１年で、１万２，７１１件増の４万６，

５３９件、申請率は、この１年で１４．５

８ポイント増の５３．６５％、交付件数は、

この１年で、１万２，５９５件増の４万７

０９件、交付率は、同じくこの１年で、１

４．４６ポイント増の４６．９３％となっ

ております。 

 廃棄の状況につきましては、令和元年度、

令和２年度で合わせて４５７枚、廃棄して

おりますが、現在は、新型コロナウイルス

の影響で、廃棄をしないよう国からの通知

もございまして、令和３年度はゼロ件とな

っております。 

 カードの留め置き数につきましては、２

月末現在で、１，４１８枚が我々の手元に

残っている状況でございます。ピーク時の

令和３年７月２日は３，２７４枚ございま

したので、現在は当時の４割ほどの数まで

減ってきております。 

 続きまして、質問番号４番、斎場の屋上

防水工事につきましては、昭和５４年度の

竣工から、既に４３年が経過し、経年劣化

による防水塗装被膜面の内部膨張や剥離

箇所が多数確認され、年々拡大している状

況にございます。 

 ＦＭ施設点検では、施設内の雨漏りがと

ころどころ確認されており、特に２階機器

類への漏電による緊急停止や、その他トラ

ブルの発生懸念がある状況でございます。 

 雨水の建屋内侵入による躯体の損傷、塗

装面の剥離落下などによるリスクや、ホー

ルの床面の損傷を防ぐための修繕が必要

となり、令和４年度は、まず設計業務を委

託するものでございます。 

 実際の工事につきましては、令和５年度

を予定しておりますので、まだ細かなこと

は決まっておりませんが、スケジュール的

には、斎場が閑散期になります９月から１

１月頃を予定しております。 

 市民への影響といたしましては、はっき

りしたことは申し上げられませんが、場合

によっては、斎場を稼働しながらの工事と

いうのが難しくなる可能性も指摘を受け
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ておりますので、設計業務をする際に、し

っかりと確認しながら進めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 まず、先日の代表質

問の答弁の中の国際的な評価はないとい

う部分でございますが、令和元年度だった

と思います。５０ng/L を決定する際に、

環境省において、中央審議会でご審議した

上で、その答申を受けて決定されたと理解

いたしております。 

 その審議会の答申の文言の一つに、国際

的な評価がないというような文言がござ

いました。発がん性につきましては可能性

があると分類されており、発がん性に関す

る報告もあるが、知見が十分とは言えず、

国際的な評価がないと答申で結んでおら

れましたので、その文言を引用させていた

だいたということでございます。 

 次に、リスクがあるのか、ないのかとい

うことでございますが、答弁でも、国際的

な評価がないとか、水以外のところの測定

についても、国際的な標準化された分析方

法がないということも説明をいたしてお

りますが、それ以外でありましても、暫定

的な目標値であるとか、化審法の第一種特

定化学物質になっているということも、答

弁の中で述べておりますので、我々として

評価はなかなかできないですけれども、国

としては、それぞれの法律において決定を

しておられる。 

 環境基本法で示される環境基準ではな

く、化審法による第一種特定化学物質には

なっている、こういうことが事実でござい

ますので、その事実も答弁で述べておりま

す。 

 知見の集約等につきましては、国がまと

めた手引きの中に、国がこれから知見を集

めるとあります。 

 また、その後、我々が大阪府を通じて、

環境省へいろいろとお聞きした中でも、今

後知見を集めるというような案内文がご

ざいますので、知見についてはまだ集約さ

れていないということで、我々は理解をい

たしております。 

 知見があれば、国から、そういう知見が

あるというご案内をいただけると思いま

すので、現時点では、国際的な知見がない

という理解をいたしております。 

 そういう状況でございますので、この委

員会でもご説明をいたしました本市の意

向を加味して、大阪府が国に対して、いろ

いろな分析方法でございますとか、水以外

の土壌でございますとか、農作物でござい

ますとか、国として知見を集約して進めて

いただくことを、大阪府には要望していた

だいています。 

 風評被害につきまして、また農政担当の

ほうからもあろうと思います。正確な情報

をお伝えするということが肝要だと思っ

ておりますので、現在お問い合わせのある

方については、正確な情報としてお伝えを

しているつもりでございます。 

 しかしながら、お問い合わせのない方の

中で、いろいろとご不安を感じておられる

方もあろうかと思いますので、その方々に

対して何ができるのか、これから庁内で議

論を始めます。 

 その議論を始めるに際して、各方面それ

ぞれが大阪府なり、それぞれの国の省庁か

ら情報を集約して、我々として何を公表し

ていくべきかというのを、これから議論が

始まるものと理解をしているということ

でございます。 

 それと、がんの罹患率とか、低出生体重
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児の出生率につきまして、関係する保健福

祉課なり、出産育児課から、私は資料を頂

戴いたしておりますけれども、その内容の

分析につきましては、それぞれの所管課の

ほうで分析をいたしておりますので、関係

課から答弁内容を頂戴して、代表して生活

環境部長がご答弁をいただいたという状

況でございます。 

 ただ、それぞれの課から頂いておる中で、

低出生体重児にはいろんな要因があると

いうことでございます。やはり親御さんの

栄養状況でありますとか、また、喫煙をさ

れてる、されてないでありますとか、その

方の家庭状況でございますとか、多胎児、

などそういう要因があるということでご

ざいます。 

 その中で担当課が現在分析できるのは、

統計的に見て、摂津市が他市と比べてどう

いう状況なのか、それを見た段階で特異性

はないということで、現行所管課である保

健福祉課、また、低出生体重児の担当であ

る出産育児課がご判断いただき、そのよう

な答弁になったと理解をいたしておりま

す。 

 ２点目の温暖化対策でございますが、お

っしゃるように、全世界いろいろな考え方

がございます。現在、我々検討委員会、策

定委員会にご議論をいただいていますの

は、やはり国がどう示しておる状況なのか、

大阪府はどういう数字を示しているのか、

そのことを総合的に勘案して、やはり摂津

市としても、国が示している２０３０年度、

２０１３年度比でマイナス４６％、この数

字で摂津市の事業を進めていくというこ

とで、議論を進めていただいて、最終まと

めていただき、案の状況でパブリックコメ

ントをしている状況でございますので、

我々といたしましては、策定委員会がご議

論いただいた内容を、今後市の計画として

３月末にまとめて、その計画に移していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、ただいま担当課

長のほうからご答弁をさせていただきま

したけれども、一部重複すると思いますが、

私のほうから答弁をさせていただきたい

と思います。 

 市民の方々から、非常に心配されて、電

話等で問い合わせが多くなってきており

ます。そういう報告も受けておりまして、

その対応といたしましては、その都度、現

在判明している内容をそれぞれ口頭で、

個々に対応していると聞いております。 

 本会議でご答弁いたしましたように、こ

のような不安に対して、広く周知をする必

要があると感じております。その場合、公

式な発表を文書化することになりますの

で、不確定な情報については、かえって混

乱を招くことになりますので、国や府から

の情報を基に、正確に伝えていかなければ

ならないと考えております。 

 先ほど、担当課長が答弁いたしましたよ

うに、現在のところ、環境省においては、

毒性評価の国際的な知見の収集、それから、

分析方法について調査・研究に取り組んで

おられ、また、土壌汚染についても、土壌

中にどのように伝播するのか、どうやって

取り除くのか、効率的な除去方法の技術開

発にも取り組まれているということでご

ざいます。 

 今後、国や府の知見の収集、対策が明ら

かになってくるものと思っております。 

 今後、国・府の知見等の情報の収集につ

いてはしっかりと取り組んで、それら情報

については、随時お知らせするということ



- 41 - 

 

になろうかと思っております。 

○香川良平委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは、質問番

号８番、ごみ収集処理事業に係りまして、

ご質問にお答えさせていただきます。 

 広域化後の地区割、収集車の運行につい

てのご質問でございますが、収集の地区割

についてですが、現在、可燃・不燃ごみに

ついては、安威川以北・以南と収集日を分

ける中で委託を５地区、そして直営で運行

をしているところでございます。 

 広域化後は、茨木市へごみを搬入するこ

ととなります。そのため、走行距離の影響

も生じるとは考えております。 

 しかしながら、積載できる重量、地域ご

との収集時間、こういったところもトータ

ル的に考えないといけないと考えており

ます。そういったところも踏まえて、基本

的には現行ベースで進めていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、質問

番号９番、ＰＦＯＡに関する要望の件につ

きまして、ご答弁させていただきます。 

 ＰＦＯＡに関する農業者からの相談に

つきましては、水だけではなくて、その地

域で栽培されている農作物からもＰＦＯ

Ａが検出されているようですので、この地

域で農業をすることに不安を感じますと

いった内容のものでありますとか、農作物

が売れにくくなっておりまして、風評被害

に苦しんでおり、ご立腹になっておられる

ケース等々がございました。 

 農政の立場といたしまして、一番心配し

ておりますのは、やはり農業を営んでおら

れる方の生活に及ぼす影響であります。 

 栽培された農作物を食べても大丈夫や

ろうかというようなご相談に対しまして、

大丈夫ですなどと、健康リスクをあたかも

ないかのように否定して、楽観的なお答え

をしたことなどは、決して一度もございま

せん。むしろ身体にどのような影響がある

のか分からないからこそ、現在知見の集約

が行われています。 

 ですから、今の段階では安全であるとも、

ないとも言えないというのが、正確なとこ

ろでありますという説明も併せて行うよ

うに努めておるところでございます。 

 続きまして、１０番、市民農園のお話な

んですけれども、現在、俗に言う市民農園、

土地をお貸しして、耕作されるタイプの市

民農園のご利用者さまからのＰＦＯＡに

関するご要望というか、ご相談というのは

１件もございません。 

 以上です。 

○香川良平委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、産業振

興課に係ります３点のご質問について、お

答えさせていただきます。 

 質問番号１１番、予算概要８０ページ、

中小企業金融対策事業について、預託金に

ついて、減額となっているその理由につい

て、お答えさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の流行によ

り、中小企業事業者への支援のため、国は

融資制度、セーフティーネット保証４号及

び、経営安定資金危機関連の融資制度を実

施されまして、その利用が、令和２年度、

令和３年度で２，０００件を超えるほどの

状況でございました。 

 そのため、本市の融資制度の利用は、コ

ロナ禍前の利用では、令和元年度、３０件

ございましたが、金額といたしましては、

１億３，３００万円、令和２年度では６件、

４，１００万円、令和３年度、現在のとこ
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ろでは、申し込みの状況は７件でございま

して、６件が実行しておりまして、１，５

７０万円ということで、非常に金額は減っ

ております。 

 これらの利用実績、２年間は大きく減少

しているため、融資の金融機関の残高も減

少しており、実際融資を受けますと、５年

とか、７年の期間で、融資後の一定期間は

返済されますので、再度利用されますのは、

数年後になるというような現状もござい

ます。 

 これらのことから、現在本市で年度当初

に、市内金融機関に預託している預託金に

関しまして、融資想定残額よりも過剰にな

ると見込まれますので、減額をさせていた

だきました。 

 引き続きまして、質問番号１２番、創業

支援事業の創業促進補助金の減額の理由

でございますが、事業の内容といたしまし

ては、創業促進補助金は、令和２年度に創

設させていただいた事業でございまして、

創業５年以内の飲食店を対象として、基本

６か月の家賃の２分の１、上限５万円を補

助する制度でございます。 

 令和２年度は１件、令和３年度は１件の

見込みでございますので、事業といたしま

しては、コロナ禍で飲食店が想定よりも少

なかったということもございまして、それ

らの実績を加味したということで、減額と

いう形を取らせていただいております。 

 続きまして、質問番号１３番、予算概要

８２ページ、企業立地等促進事業に関して

でございますが、令和元年度、事業実績と

いたしましては、大企業が９社で２５件、

中小企業が１２社で１４件、合計２１社で

３９件になっておりまして、９社、２５件

のほうが、１億６，７５５万５，２６８円。

中小企業の１２社のほうが、９１１万４，

１１０円になっておりました。 

 令和２年度は、大企業のほうが、９社２

４件で、２億２，６３１万７，５８５円、

中小企業のほうが、１２社１５件で、８８

１万１，３１４円という状況になっていま

す。 

 令和３年度の見込みでございますが、今

のところ、８社２５件で、１億８，６８９

万９９３円、１１社で１２件で、８１９万

３，９２６円というような現状になってお

ります。 

以上でございます。 

 令和４年度予算のほうでございますが、

一応今のところの見込みは、７社２７件、

中小企業１３社１４件の現状で、７社２７

件のほうは、２億１，７１３万円、１３社

１４件のほうは、１，３６４万５，０００

円を見込んでおる状況でございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 質問番号１番、コミュニティセンター管

理事業です。 

 （仮称）味生コミュニティセンター基本

構想ついてですけれども、場所は現地建て

替えということでございました。そうする

と、公民館がしばらく使えなくなるという

ようなことになるかと思うんですけれど

も、仮に建設中の間、どこか使用できるよ

うな場所、そういう予定を考えておられる

のかどうか教えてください。 

 公民館の建て替えということではなく

て、集会所をそこに集約するという形を取

られましたけれども、今回もどこかの集会

所を廃止する、集約するということを考え

ておられるのかどうかについて、お聞かせ

ください。 
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 質問番号２番です。住民基本台帳事務事

業、自衛隊への名簿提供の話です。 

 摂津市の個人情報保護審議会に諮られ

るということでした。住民基本台帳法では、

個人情報保護の観点から、台帳の原則非公

開を定めております。 

 第１１条で、国または地方公共団体は、

法令で定める事務の遂行に限って台帳の

一部の写しを閲覧させることができる、こ

ういうふうになっているわけです。住民基

本台帳法に照らして、名簿提供は認められ

ないと思います。ぜひ審議会でもそういう

答えが出るようにと思っております。 

 また、審議会の中で、提供してよいとい

うようなことがもし出るんであれば、除外

申請制度、これについてしっかりと設ける

べきやと思っております。審議会の答申で、

除外申請制度を設けるべきとなれば、他市

ではよくホームページに記載するだけと

いうところもあるんですけれども、申請書

を郵送するなど、対象者一人一人に知らせ

るおつもりなのか、そうでないと、本当の

意味で自己コントロール権を保障するこ

とにならないと思うんですけど、そこにつ

いてお答えをお願いいたします。 

 質問番号３番、個人番号カード交付事業

です。 

 政府は、個人番号カードの普及にデジタ

ル化の政策経費の半分近い１兆８，６１６

億円を投入し、来年度中には全国民にマイ

ナンバーカードを持たせるとしておりま

すが、現在の普及率は全国的には４割、摂

津市でも留め置きしたまま、取りに来られ

ないという方もおられ、交付率は半数に満

たない状況ということです。 

 マイナンバーカードをつくったり、保険

証や銀行口座とひもづけをすれば、最大２

万円分のポイントをつける、そういうこと

を政府はやろうとしておりますが、欲しく

ない人に無理やり持たせるために、税金を

多額に投入する、税金の無駄遣いの極みだ

と思います。 

 国民は、自分の情報を国に一元管理され

ることへの強い不安感を持っています。そ

れを解消できないのに、お金でつる政策を

何度も繰り返している。 

 しかし、これだけの税金を投入するとい

うことは、マイナンバーカードの所有を義

務化できないからです。マイナンバーカー

ドを所有しない権利があるということを

市民にしっかり周知し、無理やりな誘導策

を取らないよう求めますが、いかがでしょ

うか。 

 質問番号４番です。斎場管理事業です。 

 雨漏りもするような状況で、工事が必要

だということはよく分かります。 

 ただ、利用者の皆さんがやっぱり不便を

生じないようにという配慮をぜひしてい

ただきたいと思います。 

 葬儀会館なら、違う形のものをというこ

とがあると思うんですけど、なかなか斎場

というのは難しいです。大変だろうと思い

ますが、いろいろ考えていただきたいと思

います。 

 現在、斎場で建物内に入れない間、外で

待っているわけなんですけれども、雨宿り

ができるというような場所がなかなかな

くて、雨の中ずっと待っているというよう

な状況があるんです。高齢者の方もいらっ

しゃいますし、雨をしのげるような場所、

この際ですのでつくってほしいと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

 質問番号６番、ＰＦＯＡのことについて

です。 

 まずその１番目ですけれども、国の文書

にも、国際的な評価はないと書いてあるん
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だとか、知見はこれから積み重ねるんだと

いうようなお答えだったと思います。 

 それは、国が言っていることをそのまま

引用するんじゃなくて、今どういう状況か

ということをしっかり見ていただきたい

と思うんです。どんどんと世界は動いてい

っております。そういう中で、令和元年度

に書かれてあるもの、引用するだけで、そ

れでいいのかとか、知見というのは、あっ

ちこっちでいろいろと行われている研究

とか、その成果とか、そういうことなんで、

今何もないわけじゃないんですよ。たくさ

んいろいろある、それを集積して、その中

から考え方を出していくというそういう

もんです。 

 今全くなくて、これから集めますねんと

いう話ではなくて、今もあるけれども、さ

らに知見を集積していくという話を、これ

から知見を集めてまいりますと言ってい

るんじゃないでしょうか。そこについては

また、これからも議論していきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 ２番目の質問なんですけれども、正確な

情報発信というふうに何度もおっしゃっ

ております。三つの事実というようなこと

も、本会議での答弁で言われておられまし

た。 

 三つというのは、水に対して、１リット

ル当たり５０ナノグラム、こういう暫定目

標値がつくられたということですね。 

 それから、化審法の第一種に指定されて

いるということですが、説明がないと、何

のことやら分からないと思うんですけど、

化審法の第一種というのは、ＰＣＢとかＤ

ＤＴとか、こういう非常に危険なもので長

期毒性があるということで、指定されてい

るわけです。ここの説明は要りますね。こ

れだけでは何のことやら分かりません。 

 三つ目として言うてはるのが、国際がん

研究機関の分類について、グループ２Ｂだ

という話ですね。より重要なストックホル

ム条約、つまりＰＯＰｓ条約です、これを

言わずに、なぜ国際がん研究機関のがんの

グループ２Ｂの分類のことを事実ですと

おっしゃるのか。国際がん研究機関の分類

というのはどういうものなのか、お答えく

ださい。 

 先ほどのがんと、低出生体重児の話です

けれども、まず、がんについてです。 

 先ほどのお話も、ほかの課から聞いてき

て、それを伝えただけですみたいな、大変

無責任なお話なんですけど、そんなことで

いいんでしょうか、本会議での代表質問に

対しての答えとして、あまりにも無責任だ

と思いますよ。 

 私も、どういうものを基にこの答弁が出

てきたのかということで、保健福祉課のほ

うにも資料をいただきました。大阪府とか

のホームページから引用してきてはるよ

うですね。この資料というのは、がん全般

に関しての罹患率なんですよ。 

 しかし、ＰＦＯＡの影響のあるがんとい

うのは、世界的にも評価が明らかになりつ

つあります。 

 ＥＵの環境保護庁、ここが健康リスクに

関する見解というものを出しています。こ

こに、肝障害、腎障害、精巣がんで低出生

体重児、こういうようなことが書かれてお

ります。 

 アメリカの環境保護庁、ＥＰＡです、こ

こは２０２１年１１月に報告を出してい

ます。以前に理解されていたよりも、はる

かに低いレベルのＰＦＯＡ及びＰＦＯＳ

への暴露で、健康への悪影響が発生する可

能性があり、ＰＦＯＡが発がん性物質であ

る可能性が高いことを示している。 
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 発がん性について、エビデンスのものと

して、ＰＦＯＡの経口暴露が発がん性を示

唆する人の疫学研究と動物実験によるも

のです。人の発がん性に関する疫学的エビ

デンスは、主として、腎がんと精巣がんの

リスクを増加させるという結果に基づい

ている。 

 また同時に、潜在的には、遺伝的に感受

性の高い集団、がんになりやすい遺伝子を

持っている人では、乳がんの脅威をもたら

すこと、その結果にもエビデンスは基づい

ている。 

 ＰＦＯＡが発がん性を有するに十分な

人の疫学的及び動物実験の証拠がある。因

果関係はまだ十分に解明されていないが、

最も考えられるがんとして、腎がんと精巣

がんのリスクがある。一般人口及び高濃度

暴露集団での人のＰＦＯＡの暴露と強い

相関が認められる。ということが書いてあ

るんですね。 

 これに基づいて、バイデン大統領は、２

０２３年中に、最終規制というものを策定

する。これは水だけではなくて、土地やそ

の他を含めて、排出量の規制などのロード

マップを出しています。 

 摂津市は、一般的ながんの罹患率、これ

を出してきて、ＰＦＯＡの発がん性リスク

がほかとは変わらないので、発がん性リス

クがないのかなと市民が思うような、そう

いう説明をされておられるということで

すが、この答弁は、正確な情報を伝えてい

ると言えるのか。このことについて、一つ

お伺いします。 

 それから、低出生体重児のことです。こ

れもきちんとしたお答えがいただけなく

て、残念なんですが、大阪府が摂津市とダ

イキン工業淀川製作所と三者会議をやっ

ておられますが、そこで出されてきた資料

を私もいただきました。 

 いろいろ数値を分析して、結果を出して

おられるんですけど、その中に、まとめと

いうのが５ページに出てくるんですが、摂

津市における低出生体重児の出生率は、全

国及び府内の平均値と比較して、高いと書

いているんですよ。高いものの、府域の他

の市町村と比較して、著しく高いものでは

ないと書いているんですね。 

 幾らやねんというたら、４３市町村中６

位なんですよ。十分高いじゃないですか。 

 また、人口の多い市町村と比較して、経

年的な変動幅が大きい。これは確かにそう

ですね。記載のところだと一人生まれたら、

それによる影響率というのは非常に高い

もんですから、一人生まれるか、生まれへ

んかですごく影響があり、もちろんそのと

おりだと思います。 

 さらに、検定の結果、全国平均と比較し

て、統計的に優位に高いものではないこと

が示された。ここなんですよね、問題は。 

 さらに検証して、もっと正確なものを出

そうとして、大阪府が使ったというのが、

京都大学名誉教授、摂津市にも要望書を出

しはった小泉教授の分析を使っているん

です。 

 ところが、小泉教授は、摂津市と守口市

を足した数字を使っている。そこから、守

口市の分を勝手に除いて、摂津市だけにし

ているわけなんですよ。 

 何で守口市を省いたのかという理由と

して、ＰＦＯＡは不揮発性なので、川の向

こうの守口市には影響が少ないだろう。な

ので、除きましたと書いているんです。 

 この三者会議にはダイキン工業淀川製

作所も入ってはるのに、このときダイキン

工業淀川製作所は何も言わはれへんかっ

たかと私は非常に不思議なんですが、ダイ
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キン工業淀川製作所のＰＦＯＡの製造の

仕方というのは、テロマー法と言うんです

よ。 

 テロマーアルコールというのが出て、そ

れが空中に飛散します。これが守口市まで、

風で当時は飛んでいってました。２０１２

年、ダイキン工業淀川製作所のＰＦＯＡの

製造はもうやめましたので。それからこっ

ちは飛んでないですよ。でも当時は、空気

中に飛んでたんです。 

 このテロマーアルコールは、体内に入っ

てＰＦＯＡになります。こういうことをダ

イキン工業淀川製作所の方やったら知っ

てはると思うんですが、口をつぐんでおら

れたのかな。 

 守口市にどんだけの影響があったかと

いうのは、今私の手元にはありませんが、

小泉先生は持っておられます。 

 そういう科学的な調査を基に、こういう

数字を割り出したにもかかわらず、勝手に

守口市だけを抜いて、摂津市だけにして、

摂津市だけにしたら特に優位じゃなかっ

たというようなことを書いてはる。これは

正確なんですか。 

 小泉先生が守口市を入れた一つは、守口

市も空中の飛散で暴露され、汚染がある、

こういうことで入れたわけです。 

もう一つは、摂津市だけの出生数では母

数として少な過ぎて、きちんとした正確な

数字が出せないからなんですよ。だから守

口市と両方にして、きちんとした数字とし

て計算をしてはる。 

 しかも、京都大学の小泉先生は、２０１

２年以前とそれ以後、ダイキン工業淀川製

作所がＰＦＯＡを使用していたときと、そ

うでないとき、分けてちゃんと計算をして

出して、いなくなってからは、大阪府の平

均と同じようになっているということも

書いてはる。 

 それを全部ひっくるめて全期間にして、

しかも守口市を抜いて、特にないとか言う

てはるんですけど、これは本当に正確な情

報なんですか。お答えください。 

 それから、質問番号７番です。温暖化対

策事業。 

 先進国には産業革命以来、ＣＯ２を排出

し続けてきた責任があり、高い技術力と経

済力があります。もっと高い目標を持って

いただきたいと思っています。 

 電力・鉄鋼・セメント・石油精製・化学

工業・製紙業、この六つの業界で、ＣＯ２

の排出の６０％を占めています。 

 摂津市でも現状を見ると、一番多いのは

産業部門でありました。市の削減目標を見

ると、家庭部門より産業部門の削減率のほ

うが低くなっているんです。一番大きいと

ころなのに低くなっています。ここを削減

するというのは非常に重要ではないかと

思っています。 

 摂津市も大企業のあるまちとして、削減

目標と計画を乗せた企業との脱炭素の協

定、こういうものを結んではどうかと思い

ます。お考えをお聞かせください。 

 計画書の４２ページには、市内の住民事

業者が再生可能エネルギー導入の際に、活

用できる補助制度の創設に向けて、情報収

集の検討を行うとありました。市独自の補

助制度、これをつくるおつもりなのか。も

しそれでしたら、その内容やスケジュール

についても、お答えいただきたいと思いま

す。 

 続きまして、質問番号８番、ごみ収集で

す。 

 できるだけ地域割りを変えずにという

ことで、運行経路は長くなるということに

なるところも出てくると思うんですけれ
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ども、ＣＯ２の排出の問題なんかも考えな

いといけないと思います。 

 先ほどの温暖化の問題とも密接に関わ

ってくると思うんですけど、ごみの分別、

これについては一体どうなるのか、さらに、

今細かい分別をしていくんだとか、いろい

ろあると思うんですけれども、ここら辺に

ついてお聞かせください。 

 続きまして、質問番号９番です。 

 食べても大丈夫ですと言ったことはあ

りません、安全とも安全でないとも言えな

い、それは誠実なお答えだと思います。 

 風評被害とはというのを辞書で引いて

みました。間違った情報や意図的なデマだ

けでなく、根拠の不確かなうわさや曖昧な

情報をきっかけに生じる経済的な損害な

どです。物やサービスの売り上げ不振や、

輸出停止のほか、観光客減少などの被害が

生じる。 

 品質や安全性に全く問題のない場合で

も起きるため、正確な情報を迅速に提供す

ることが、風評被害の防止や早期払拭につ

ながるとされる。 

 風評被害、私たちもこれは起こしてはな

らないと思っております。 

 要望書を見せていただくと、地域ブラン

ドのことについても書かれておりました。

摂津市の地域ブランドといえば、鳥飼なす、

先ほど光好委員のご質問でもあったと思

うんですけれども、これが代表的です。 

 鳥飼なすを栽培し、市場に出していると

いうのは一体どこの地域なのか、教えてい

ただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号１０番、市民農園

設置事業です。 

 １件も相談を受けたことはありません

というお話でした。うちの自治会長は言っ

たと言ってたんですけれども、そうなんで

すね。 

 市民農園利用者の方々からも、不安の声

みたいなことは私も聞いておりますので、

やはりこれも地域にしっかりとした正確

な調査、その調査に基づく事実、ちゃんと

した情報です。どこかから聞いてきたんで

すというんじゃなくて、ちゃんと調査をし

て、その情報を伝えるということが大事だ

と思いますので、これについては要望にし

ておきます。 

 続きまして、質問番号の１１番、中小企

業金融対策事業です。 

 国の制度が無担保・無利子、コロナでそ

ういう制度をつくったということは、評価

できると思っておりますので、そっちを皆

さんが使うというのは、それはもちろんそ

のとおりだろうなと思っています。 

 ただし、コロナの影響の融資というのは、

ずっと続くものではありません。それがな

くなったときには、この予算額を元に戻す

のか、そのことについてお聞かせください。 

 質問番号１２番です。 

 これもコロナで利用が少なかったとい

うことですが、非常に喜ばれたというお話

も聞いております。利用がふえるように、

業種を広げるなども行ってほしいと思い

ます。 

 また、現在中小企業は大変厳しい状況に

あります。創業だけと言わず、営業継続の

ためにも、家賃補助制度をぜひつくっても

らいたいと思います。 

 今回の予算は、中小企業への支援策が、

金額・件数とも創業支援だけでなくて、大

変少ないと言わざるを得ない状況です。中

小企業への本気の支援策について、この予

算だけではなく、今後のことも含めて考え

ておられるのか、お答えください。 

 質問番号１３番、企業立地促進事業です。 
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 大企業と中小企業との率も教えてくだ

さいと言うてたんですけれども、令和２年

度、９６．３％が大企業、３．７％が中小

企業、令和３年度の見込みでは、９５．８％

が大企業で、４．２％が中小企業、令和４

年度、今回の見込みで９４．１％、が大企

業で、５．９％が中小企業ということで、

ほぼほぼ大企業のための促進事業になっ

てきたなと思っております。 

 大企業は、一旦その金額が落ちたかなと

思っても、やっぱり令和３年度で落ち込ん

だけれども、また令和４年度で復活という

ように、コロナ禍では、市内大企業は非常

に健闘されておられるというか、伸びては

ると思います。中には過去最大の利益を上

げているというようなところもあると聞

いております。 

 中小企業は、現在なかなか設備投資の余

裕もなくなってて、ますます本当に厳しく

なっていると思っておりますので、ぜひ中

小企業の支援、先ほども言いましたが、お

願いしたいと思っています。 

 健都の企業誘致でもこの制度は使われ

ると思うんですが、状況はどうでしょうか。

お聞かせください。 

 以上、２回目です。 

○香川良平委員長 増永委員のＰＦＯＡ

の件ですが、低出生体重児のことであった

り、がんのことであったり、具体的な話に

なってきた場合、所管が違うのかとも思い

ますので、答えられる範囲で答弁していた

だけたらと思います。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、答弁を求めます。 

 丹羽部参事。 

○丹羽生活環境部参事 それでは、質問番

号１番、（仮称）味生コミュニティセンタ

ー基本構想に関連したご質問にご答弁さ

せていただきます。 

 まず、集会所等の集約についてでござい

ます。この件につきましては、現在、公共

施設等総合計画に基づきまして、資産活用

課の協力を得て、庁内で味生コミュニティ

センターに集約し、再編できる施設につい

ては、庁内で基本構想の策定と並行して進

めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 また、建設場所については、基本的には

現地建て替えということで考えてるとこ

ろでございます。基本構想の策定の中には

やはりこれから機能等も検討されるとい

うように考えております。もともと味生公

民館の建て替え、地元の要望がありました

のはエレベーターの設置でございまして、

現状はついておりませんので、エレベータ

ーをつければ当然面積は広くなってきま

す。あと附帯設備になりますが、駐車場と

か駐輪場の確保も必要かと思います。また、

避難所の機能についても検討を基本構想

の中でしていきます。それに加えまして、

先ほどの公共施設等の集約と合わせて、基

本構想の中で機能規模等が確定した中で、

建て替え場所、基本的には現地になります

が、基本構想を策定していく中で考えてま

いりたいと思っております。 

以上でございます。 

○香川良平委員長 森口課長。 

○森口市民課長 そうしましたら、市民課

にかかります三つのご質問にお答えをさ

せていただきます。 

 まず除外申請でございます。仮に、個人

情報保護審議会において、除外申請すべき

との答申があった場合、除外申請の実施に

つきましては、対象者全員に対して個別送

付を行うのではなく、広報誌やホームペー

ジ等で周知することを考えております。し
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かしながら、個人情報保護審議会において、

そのようなご意見があった場合には適切

に判断してまいりたいと考えております

し、他市での取り組み等にも注視してまい

りたいと考えております。 

 続きまして、質問番号３番。マイナンバ

ーカードでございます。マイナンバーカー

ドにつきましては、市としても無理やりと

らせるものではないと認識をしておりま

す。あくまでも任意で作成するものであり、

ご自身で判断していただくものとなりま

す。昨年１０月から健康保険証との連携も

はじまっておりますが、従来型の保険証も

残っておりますし、マイナポイントにつき

ましても任意なものと考えております。市

民から問い合わせがあった場合にもその

ように説明をしております。また、コンビ

ニ交付等が可能になるなど、マイナンバー

カードをもつことによって、国民生活の利

便性に資するものということですが、市の

ホームページでも申請は義務ではないと

掲載しております。 

 続きまして、質問番号４番。斎場の雨宿

りの件でございます。現在、斎場には正面

玄関から約５．５メートルほど手前にせり

出すような形でひさしを設置しておりま

す。しかしながら、そのひさしの中まで送

迎バスや霊柩車が入ってこれるわけでは

なく、参列者の方は雨天の場合、自ら傘を

差して送迎車に乗り込むか、もしくは小走

りで雨にぬれながら乗り込むことが多数

を占めておられると感じております。調べ

ましたところ、斎場の正面玄関手前のとこ

ろには地下に燃料の貯蔵タンクがござい

まして、カーポートやひさし等を新たに設

置するのはハードルが高いと感じており

ます。今後指定管理者側と協議をしてどの

ような改善方法が図れるのかを研究して

まいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○香川良平委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 まず、ＰＦＯＡにつ

いてでございます。正確な情報発信という

お問いの中で、国際がん研究機関というフ

レーズを答弁で述べたということでござ

いますが、委員のほうからも少しございま

したように、ストックホルム条約というこ

とがその前提にあろうかと思います。この

過去の答弁は、令和３年第２回定例会にお

きまして、目標値を設定される際に対して、

有害性有機物質から人の健康と環境を保

護することを目的として国際的に協調し

て同物質の廃絶削減等を促すための取り

組みとして残留性有機汚染物質に関する

ストックホルム条約が締結されましたと

いう答弁もいたしておりますので、あえて

今回そのことを抜いたとか、意図的に抜い

たとかということは一切ございませんの

で、過去に答弁しているという理解のもと

で今回はストックホルム条約というよう

な引用はしてないということでございま

すので、ご理解をよろしくお願いいたしま

す。 

 それと、低出生体重児とがんの罹患率で

ございます。ご質問の中にいろいろ情報が

あり、発がん性でありますとか、低出生体

重児のご質問がございましたので、担当課

の確認を行い、統計的に見ればご答弁した

ような内容であるということがそれぞれ

の担当課から書面として預かりましたの

で、その書面を引用し、生活環境部長に答

弁していただいたということでございま

す。これは先ほども言いましたけども、低

出生体重児におきましては、お母さんのこ

れまでの生活環境、塩分過多の食生活とか

ダイエット志向、喫煙、飲酒等々の要因も
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あると、その他高齢である出産、若いとき

の出産。繰り返しになりますけども、双子

なり三つ子なりの多胎児など、そういうと

きにやはり低出生体重児が生じるという

ことがございます。いろんな要因がありま

すので、答えられる範囲は統計的にみるし

かないということで統計的な数値をもっ

て判断して、特異性はないという判断を担

当課がされたということです。がんの罹患

率におきましても、委員からもございまし

た、いろいろながんの種類がございますけ

ども、トータル的に見て特異性はないとい

うような答弁をいたしました。大阪府の事

業所指導課がつくられた、摂津市における

低出生体重児の出生率という書類はＰＦ

ＯＡ対策会議のほうで出てまいりました。

出てまいりましたが、そのとき初めて出て

まいりましたので、この内容については、

事業所指導課がそれぞれ判断されて、こう

いう結果にいたったものと当時は理解い

たしましたので、それについて私どもは見

解を述べておりません。また、この資料に

つきまして、担当課にはすぐに大阪府がこ

ういう分析をしているということでお渡

ししたという経緯は覚えております。 

 温暖化対策で２点ご質問があったと思

います。我々としては現在その協定等々に

ついては考えていないということでござ

いますので、計画に書いてる内容を遂行し

ていきたいと思っております。それと市独

自の補助制度の創設でございますけども、

まずは研究・検討していくという文言にな

っておりますので、まず研究・検討から入

って、庁内で議論をしていきたいと考えて

おります。 

○香川良平委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは、環境業

務課に係ります２回目のご質問でござい

ます。 

 分別がどうなるのかというご質問でご

ざいますが、現在はごみの分別区分としま

して、大きく分けて燃やせるごみ、燃やせ

ないごみ、資源ごみの三つの区分となって

おります。広域処理後は処理先が溶融炉を

採用しております茨木市の環境衛生セン

ターになります。分別についても処分方法

に合わせた見直し、このほか、これまで寄

せられた市民の要望、減量化、収集運搬、

こういったとこの観点も踏まえて必要な

分別の見直しを行うものでございます。具

体的に申しますと、燃やせないごみについ

て燃やせるごみに一部を統合させる。それ

と、燃やせないごみにありますモバイルバ

ッテリーやライターにつきましては、収集

上の火災リスクというのがございますの

で、別回収をさせていただきたい。あと、

市民の要望の多い段ボールです。こういっ

たものについて、紙資源の回収促進の観点

も踏まえて収集回数の増加。こういったと

ころを今基本に考えているところでござ

います。以上でございます。 

○香川良平委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 質問番号９番

です。鳥飼なすの市場に出回ってるものは、

どこの地域のものかというご質問です。現

在鳥飼なすが小売店舗で買える状況は、大

阪府の中央卸売市場へ出荷している農家

が出始めたためです。農家といたしまして

は、主に３農家が出荷されておりまして、

地域といたしましては、鳥飼西、鳥飼八町、

鳥飼上、主にこの３農家でございます。以

上です。 

○香川良平委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、産業振

興課に係ります３点のご質問についてお

答えさせていただきます。 
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 質問番号１１番。中小企業事業資金融資

預託金についてでございますが、金融機関

の融資残高の状況に応じて、適切に予算の

ほうを検討してまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、質問番号１２番。この創業

促進補助金以外にも中小企業支援につい

てでございますが、市内の現状等を鑑みま

して適切に支援施策等を考えていきたい

と考えております。 

 引き続きまして、質問番号１３番。健都

の企業立地の状況ではございますが、既に

もう建物は建っており、健栄研が入居する

ような状況も聞いております。課税のタイ

ミングとかもございますので、その前に相

談を受けておりまして、規模等に関しても

ご相談しておりますので、来年度のタイミ

ングになるか、再来年度になるかというよ

うな状況はございますが、状況を見て適切

に支援の対象にしていきたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○香川良平委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 国際がん研究機関

のグループ２Ｂというのは一体どのよう

なものを指すかということです。人への発

がん性については、限られた証拠があるが、

実験動物では十分な証拠のない場合、また

は、人への発がん性については不十分な証

拠しかない、あるいは証拠はないが実験動

物では十分な発がん性の証拠がある場合

というような分類の説明をしております。 

また、国際がん研究機関は主に人に対す

る発がん性に関する様々な物質・要因を評

価し、５段階に分類をしています。同機関

による発がん性の分類は人に対する発が

ん性があるかどうかの根拠の強さを示す

ものです。物質の発がん性の強さや暴露量

に基づくリスクの大きさを示すものでは

ありませんと解説をしております。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは３回目です。 

 まず、質問番号１番です。現地建て替え

ではない可能性もこれから先はあるとい

うようなことかなと伺いました。場所の確

保の経緯など建設用地を提供してもらう

からＰＦＯＡについての問題で市はもの

が言えないなどと言われないようにしっ

かりと透明性を求めておきたいと思いま

す。自治会長や利用者だけでなく、地域の

住民としっかり話し合う場を重ねていた

だくことを要望しておきます。別府コミセ

ンの料金の引き下げもぜひお願いしてお

きます。要望とします。 

 質問番号２です。審議会に諮っていただ

けるということで進展があるのかなと思

っているんですけれども、自分自身の情報

をどうされるかという自己情報のコント

ロール権ということですから、自分が対象

になってるか、なっていないかも分からな

ければホームページを見に行くというよ

うなこともしないわけですよ。やっぱそこ

は、そんなに対象者が多いわけではないで

すから、ちゃんと郵送して、しっかり一人

一人にどうされるんですかっていうふう

に聞いていただきたいと思います。住民基

本台帳法に基づいて、まずは自衛隊だけ特

別扱いしないで名簿提供をやめることが

そもそも大事だと私たちは思っています。

今、自衛隊は紛争地への派遣も行われ、戦

争に巻き込まれる危険もあります。若者を

戦場に送らないためにも住民基本台帳法

のとおり、名簿提供はやめていただきたい

と思います。要望としておきます。 

 個人番号交付事業です。無理やりに取得

させるということはないというお答えで

した。ぜひお願いしたいと思います。また、
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マイナンバーカードを示さなくても様々

な手続はできるということも親切に対応

していただいて、市民の方に伝えていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。要望とします。 

 斎場についてです。車を降りて中に入る

というだけではなくて、やっぱりお見送り

にきてはる人もいらっしゃるんです。そう

すると長いこと傘を差して雨の中でじっ

と待っているっていうこともあります。ぜ

ひ何か工夫をしていただいて、雨宿りがで

きるような場所を考えていただきたいと

思いますので、これも要望としておきます。 

 続いて、質問番号６番。ＰＦＯＡの問題

です。国際がん研究機関のグループ分けの

ことについてお話をいただいて、一番言っ

ていただきたいとこを言っていただきま

した。このグループの評価というのは疫学

調査の量の大きさで評価をいたします。グ

ループ１、発がん性があるというものがあ

りますけれども、ここにアルコール飲料が

入っております。これは長い間がんとの関

連が研究されて疫学調査の多さから導き

出されたものです。ＰＦＯＡは研究されて

からまだ時間が余りたっておりません。２

０年余りということです。疫学研究が少な

いのに発がん性が疑われているというこ

とで、これは非常に疑いが強いということ

なんですよ。わらびや漬物と並べられてい

ます。これは何でかというと、わらびや漬

物とのがんの関連性の疫学調査はもうほ

とんど行われていないということなんで

す。すなわち国際がん研究機関の評価は発

がん性の強さに使うものではありません。

これは常識であり、間違った使い方をして

しまって、それをただグループ２Ｂです、

そんなに高くないんですよ、みたいなふう

に市民が受け止めるようなそういう発表

の仕方はやめてほしいということを釘を

刺しておきたいと思います。おっしゃった

ように、農林水産省のホームページにもこ

の分類は発がん性の根拠の強さを示すも

のであり、物質の発がん性の強さ。曝露量

に基づくリスクの大きさ。こういうものを

示すものではありませんということが書

かれておりますので、そこのところはしっ

かりと周知を図っていただきたいと思っ

ています。がんのことと、低出生体重児の

ことでございます。私たちは低出生体重児

が摂津市で高いと書いてあるって言いま

したけれども、いろんな影響があるわけで

すよ。ＰＦＯＡのせいで赤ちゃんの体重が

少なく生まれてくるんだっていうことは

言っておりません。分からないですから。

これはやっぱりきちんとした調査、これが

ないといえないですよ。さっきからいろい

ろ紹介している各国の調査は大変な数の

疫学調査を行っています。何万人という疫

学調査。その中で出てきている数字なんで

す。摂津市の低出生体重児の子が多いとか

ね。がんも多いとか少ないとかいう話をし

てもこれがＰＦＯＡの影響なのか、そうで

ないのかと聞いても、今は分からないとし

か言えない。これが摂津市の回答だし、そ

こに不安を皆さんは感じてるんだから、こ

の不安をやっぱり国に対して大阪府に対

してちゃんとした調査をしてほしいと要

望するべきです。市民の健康を守る、不安

を解消する、そのためにはそういう調査を

求めるという行為が必要なんじゃないか

と思っています。アメリカやイギリス、ヨ

ーロッパ、いろいろ紹介しましたけれども、

こういう成果に基づき、発がん性の指摘を

行うっていうのはこれは世界の常識とな

っております。農作物が売れない、風評被

害対策を行ってほしい。こういう市民の要
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望に対して科学的な調査をして解消して

いく。これが必要であると思っております。

国際的評価はない、知見もまだない、がん

の罹患率や低出生体重児、これは摂津市は

特段異常はないというような情報を市が

発信するというようなことは、これは後々

禍根を残すことになると思いますので、ぜ

ひこの問題についてしっかりと考えてい

ただきたいと、指摘をしておきたいと思い

ます。もう一つ、生活環境部に要望書が出

ていると思います。この内容について、教

えていただきたい。また、対応をどうされ

たのかということについても教えていた

だきたいと思います。 

 質問番号７番。温暖化対策事業です。こ

れについては、これからのことですという

ことでございますが、脱炭素の協定を考え

ていないと一言でおっしゃらないで、これ

から先の計画ですので、しっかりとそれも

考えていっていただきたいと要望にして

おきます。独自の補助制度もこれからとい

うことです。これは非常にいいことだと思

いますので、ぜひ進めていただきたいと思

います。両方とも要望です。 

 質問番号８番。ごみ収集処理です。溶融

炉の話が出ました。地球温暖化防止の取り

組みの観点からも考えないといけないっ

てさっきも言いましたけれども、これまで

政府は焼却処理を前提にごみ処理施設の

広域化、大型化を推進してきました。しか

し大量のＣＯ２排出を伴うこうしたやり

方は脱炭素社会の実現と方向性が矛盾す

ると思います。茨木市などは高温溶融炉で

すけれども、炉の更新時にも多額の費用負

担が発生していくことにこれからなって

いくと思います。脱炭素社会を目指す視点

で今後の方向性について茨木市としっか

りと協議をしていっていただくことを要

望しておきます。 

 質問番号９番。農業委員会の運営事業で

す。鳥飼なすをしっかり栽培をして市場に

も出していただきたいと思うんです。その

地域が鳥飼西と鳥飼八町と鳥飼上だとい

うようなお話でございました。これが風評

被害を受けるのではないかというご心配

もきっとあるんじゃないかと思いますけ

れども、福島県の農業者の方にお話を聞く

機会がありました。原発事故後、福島の米

というだけでお米が売れなくなった。風評

被害なくすためにそれまで抜き取り式だ

ったお米の放射能検査を全品対象にやる

ことにした。全ての放射能の値を調べて出

荷販売したところ信頼して買ってもらえ

るようになったということです。こういう

ふうに、事実を明らかにするということが

風評被害をなくす本来の対策のはずです。

農作物の土壌の調査を行うべきです。でき

ないというなら、まずは水の検査を行って

値をはっきりさせるところからするべき

ではないでしょうか。国の調査で鳥飼本町

は、地下水のＰＦＯＡ濃度が１リットルあ

たり２５ナノグラムであることが分かっ

ております。５０ナノグラムが暫定目標値

ですから、それよりも低いんだよというこ

とが分かっております。ダイキン工業淀川

製作所から見て、より遠いところは恐らく

値が低いだろうと思われます。近いところ

は値を調べてはっきりさせていくことが

必要です。地下水や水路で高濃度の値が出

たら土壌や農作物自体のＰＦＯＡ濃度を

調べるしかありません。農作物自体で高濃

度のＰＦＯＡが検出されたのを黙って売

るということはなかなかできないことで

はないかと思います。もし高濃度の汚染が

あって食べても大丈夫というなら味生小

学校や別府小学校で稲刈り体験をしたお
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米を子どもたちに食べさせることもでき

るはずです。しかし、市はそれをできずに

お米は今も小学校においてあります。高濃

度の農作物を食べても大丈夫という根拠

はありません。水は飲んだら危ないけれど

も、野菜で食べたら大丈夫。こんな研究は

どこにもありません。高濃度の農作物で販

売ができない。こういう被害が出たとした

らこれは発出元であるダイキン工業淀川

製作所に責任をとってもらう必要がある

のではないでしょうか。市民の要望書をも

って、ダイキン工業淀川製作所に行き必要

であれば、市が話をしなければならないの

ではないかと思います。国際的にも発がん

性や低出生体重児、低出生体重児、その他

様々な健康被害について明らかになって

きているＰＦＯＡについて、摂津市ではが

んや低出生体重児の割合は特別高い値で

はないなどといって、健康被害がないかの

ような情報を流すことは不誠実な対応で

あり、後々大変な問題になると思います。

どうお考えか、副市長にお尋ねしたいと思

います。 

 質問番号１１番です。中小企業金融対策

事業。また融資制度なので必要とされると

きは増額していただきますように要望と

しておきます。 

 質問番号１２番。創業支援です。このコ

ロナ禍、まだなかなか先が見通せませんの

でこれもぜひ本気の支援をお願いしたい

と思います。要望としておきます。 

 立地促進です。消費税増税や新型コロナ

の影響に苦しむ中小業者を救う施策を求

めておきます。健都誘致の内容とは異なる

吹田市との給食センター。これは産業振興

課からもぜひやめるように言っていただ

くことを求めておきます。 

 以上で、３回目の質問を終わります。 

○香川良平委員長 暫時休憩いたします。 

（午後３時１０分 休憩） 

（午後３時３１分 再開） 

○香川良平委員長 それでは、再開いたし

ます。 

 答弁を求めます。 

 山本課長。 

○山本環境政策課長 ＰＦＯＡに関して

の要望書のお問いにご答弁申し上げます。 

 我々のほうにいただいている要望書に

つきましては、要望内容でございますが、

９名の方々に対して血液検査をされ、検査

の実数を記載されておられます。その中で

ご要望といいますか、摂津市に対して安全

余地の原則から大阪府、国への積極的な行

動及び計画的な対応策を講じていただき、

自慢のできる豊かなまちづくりを共に構

築できればと願っていますと結んでおら

れますので、この内容が要望の内容である

ということで理解をいたしております。預

かりまして対応については検討中で、まだ

要望者に対して見解についてのお答えは

できてないというような状況でございま

す。大阪府が国のほうに、地域における農

作物の摂取等、人への影響について明らか

にし、その結果を踏まえ土壌水質及び農作

物等に係る汚染状況の評価やその対応に

関する指針等を示されることを要望して

おります。この内容を改めてご説明をしな

がら対応していく予定ではございますが、

これから内部で検討し、回答していきたい

と思っております。以上です。 

○香川良平委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは私のほうから答

弁させていただきます。 

 ＰＦＯＡにつきましては、いろいろとご

指摘、それからご議論をいただいておりま

す。この問題につきましては、国会等でそ
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れぞれ議論されておることは承知してお

ります。国においては、やはり知見の早期

の収集、それからその対策について早期に

お示しを願いたいというふうに我々は思

っております。それと、昨年の１２月１日

にＰＦＯＡに関する検証及び対策につい

て、大阪府を通じ、国に対して確認の依頼

をしたところでございます。その回答が令

和４年１月１４日付で大阪府から本市に

寄せられております。これによりますと、

身体への発がん性及び低出生体重児への

影響に関する検証では、国際がん研究機構

でグループ２Ｂに分類しているが、知見が

十分とは言えない。またデータが不十分で

あり、国際的にも主要な評価機関による評

価がなされていない。各国各機関では毒性

評価の値は相当なばらつきがみられ、現時

点で環境基準等の毒性学的に確定した数

値の設定は困難な状況。引き続き、科学的

知見の集積に努めるとされております。 

 次に、土壌の分析方法について、あるい

は目標値についても触れられております。

国においては令和３年度から３年計画で

土壌中の調査、分析方法、除去利率の対策

方法の検討と技術開発の実施を目指して

おります。また、基準設定につきましては、

水質環境基準の見直し動向を踏まえて検

討していくということでございます。また、

血液、農作物に関する分析方法、あるいは

目標数値等では血液中の化学物質の濃度

の目標値は定められていないということ

でございます。農産物についても現時点で

は国際的に標準化された分析方法はない

とのことであります。現時点では、知見の

集積、対策の検討段階と思われます。一方、

企業活動が大規模になりますと、それぞれ

のいろんな廃棄物が工場やあるいは事務

所から排出されるようになります。このこ

とによって、環境に変化が生じてまいりま

す。法規制があるからというのではなく、

やはり企業におきましては、社会の位置、

あるいは企業市民として社会的責任を負

ってると私どもは考えてます。そのために

はやはり企業は懸念されております水質

汚染につきましては、原因者責任として怠

ることなく対策をとっていただくことが

重要でありまして、このことはやはり企業

側におかれましても十分認識されて取り

組みがなされているということでござい

ます。先の企業の取り組みの方針といたし

まして、企業の敷地の全周を地下１０メー

トルの遮水壁で囲い込む対策が効果的と

判断され、令和４年度内着工目標として取

り組まれております。このように当該企業

としては、法規制の有無に関わらず取り得

る限りの対策に着手されており、その効果

が早期にあらわれることを私どもは期待

しております。我々といたしましては、法

的規制のない中で企業に対して強制力は

ないものの、やはり環境改善のため、大阪

府、企業、摂津市と構成します対策連絡会

議で問題解決策を追求し、企業に対して強

く働きかけ、背中を押しながら市民の安

全・安心のために課題解決に取り組んでい

きたいと思っております。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 まず市民から出されて

いる要望書の件です。血液検査もされて、

非常に高濃度の結果で、その方からの要望

書です。この方は要望書に題名をつけてお

られるんですよね。そこを読み飛ばしては

ったと思うんですけれども、農地有機フッ

素化合物ＰＦＯＡによる土壌汚染調査に

ついてという要望書です。頑張ってくださ

いというようなことだけを言うてはった

ように思いますが、その土壌汚染のことを
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ちゃんと調べてほしいという要望書やっ

ていうことをまず指摘しておきたいと思

います。この異常に高い濃度が血液から検

出されているという方の要望書に対して、

摂津市のがんの罹患率はほかと比べて特

段高くないんです、みたいなことを言って

しまえるもんなんですか。本当に切実な思

いで、しかも自分のことだけじゃなくて、

小学校の子どもたちの農業体験学習農地、

学童農園、そういうことについても心をは

せてこの要望書を書かれておられます。や

はり真摯に受け止めて、国も研究している

というところまでは言うてるわけですか

ら、本当に市長にも何回も言ってもらって、

土壌汚染どうすんねんと、ちゃんとやって

くれということを強く強く言っていただ

きたいと思っております。必要なところを

読み飛ばしたり、本来せなあかんこととか

そういうことについて注意を払わなかっ

たり、先ほどから何回も言ってますけれど

も、きちっと正確な情報を発信しなければ

いけないのに、がんと言うたらがん全体の

ことを言うなど、そういうやり方をするの

っていうのが非常に不正確で、そして不誠

実だと思います。これは不作為につながる

恐れがあると思います。私も保健福祉課の

ほうにどんな資料を出したんですかって

聞いたら、がんの罹患歴の資料ですってい

うことで大阪府のホームページの資料を

持ってきてくれはったんですけど、いやい

やＰＦＯＡはがん全般じゃなくて精巣が

んとか腎がんとか、こういうとこなんです

よって言ったら、ああそうなんですかって

いうことで、全く知識のない中でただがん

の罹患率を調べてもってきましたってい

う感じだったんですよ。お互いがそんなこ

とで、頼まれたから調べてきただけですみ

たいに答えられたら、一体どこに相談して

いったらいいのかということになってし

まいますし、しかもそれを風評被害対策と

してこれから情報発信をしようというよ

うなことまでおっしゃられてるわけです

から、本当にしっかりとした情報発信とい

うんだったら、その正確さということをま

ずはきちっとやっていただかないといけ

ないと思います。奥村副市長のほうから企

業に対しても社会的責任をきちんと求め

ていくんだという力強いお答えをいただ

きました。しかし、ダイキン工業淀川製作

所と大阪府と摂津市の三者の懇談、２１回

の分を見せていただきますと、奥村副市長

がおっしゃった遮水壁ですね。これをやり

ますと言うてはるんですよ。そしたら大阪

府がこの遮水壁をすることによって、今ま

での地下水のくみ上げは敷地外の水も呼

び込むことにつながっていたかもしれな

いけれども、遮水壁ができたらその外側の

水を呼び込めないんじゃないかっていう

ことをダイキン工業淀川製作所に聞いて

るんですね。ダイキン工業淀川製作所はい

やそんなことを言われても、まずは敷地内

が先ですというふうな答えなんですよ。じ

ゃあその外側はどうするのかっていうた

ら、いやそれは法的に何も決まってません

からって答えてるんです。大阪府がさすが

にもう既に高い値が外側で検出されてい

ますからって言うてるんですけれども、リ

スクコミュニケーションの観点からちゃ

んと住民と話し合ってほしいと大阪府は

言うてるんだけど、ダイキン工業淀川製作

所は、そう言われてもまだまだいろいろと

解明されてないこともあるなどと言って、

しっかり向き合ってないんです。そういう

やりとりが出てくるんです。その間、摂津

市の言葉は何もありません。何でここにお

るのって私は本当に言いたくなりました。
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市民の立場でここで言わなあかんやない

のと。私は、山本課長からいただきました

んで、手元にもってはると思いますんで、

しっかり会議録を読んで今、副市長がおっ

しゃったこと、ぜひともダイキン工業淀川

製作所にしっかりと言っていただきたい。

でないと摂津市はもし今後、損害賠償みた

いなことが起きてきたときに市の不作為

っていうことで、訴えられる対象にだって

なりかねませんよ。水俣病とＰＦＯＡの問

題。行政の不作為ということが水俣病で非

常に問題になりました。今もいろいろと裁

判はまだ続いておりますけれども、その水

俣病のことについて、法政大学の環境社会

学の教授の船橋晴俊氏が文書を出してお

られます。対処の誤りを生んだ一つの要因

はどのようであったのか。個人主体におけ

る適格な資質、能力、知的洞察力、感受性、

意思の不足、欠如が１番。２番は適正な対

処原則よりミクロ的利害関心が優先され

る。その結果不作為の役割効果による行政

組織全体の麻痺が生じた。食品衛生法適用

問題では、熊本県首脳部の利害関心はチッ

ソとの対立関係を回避すること。厚生省の

利害関心と戦略は補償問題を回避したい。

１番で問題の深刻さと書いてます。その意

味についての知的洞察力と感受性の不足、

正しく解決しようという意志力の不足。魚

介類の全てが有毒化しているという明ら

かな根拠が認められないということで、食

品衛生法の適用を回避したが、それは補償

問題による紛争化、重荷を回避したい、漁

業禁止はしたくない、漁獲自粛にしておこ

うという動機が働いている。もしこの漁獲

禁止は魚種ごとにすべきであると本当に

考えているのなら、魚種ごとの有毒性調査

をすればいい。しかしそれはしていない。

熊本県庁はチッソに対して毅然たる態度

をとらなかった。当時の寺本知事は回想録、

ある官僚の生涯の中で内心では原因はチ

ッソだと考えていたことを記している。し

かし、工場排水調査や工場に対する要求を

していない。こういうことを指摘されてお

られます。これからＰＦＯＡの問題は国際

的にもますます規制もつくられＷＨＯの

ガイドラインに入ってくると思います。そ

ういう中で、摂津市が市民の命と健康を守

る、不安を解消する。そのためにどういう

態度をとっていくのかということについ

て、本気で取り組んでいただくことを要望

して私の質問を終わります。 

○香川良平委員長 ほかにございますか。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、質問させていた

だきます。 

 歳入については、予算書で歳出は予算概

要で進めさせてもらいますので、まずは予

算書の３３ページの斎場使用料。１，７０

８万２，０００円ですね。これは光好委員

も質問されて、市民が１万５，０００円。

市外が４万５，０００円の使用料。件数は

市民が６８９件と市外の方は２３３件と

いうことであったと思いますけれども、他

市は金額的にどうなってるのかお教え願

いたいと思います。 

 続いて、同じく３３ページの葬儀会館の

使用料、２，７７６万円ですけれども、令

和２年度の決算では１，６４１万円だった

と思うんですけれども。少し乖離があるよ

うに思うんですけれども、この予算の算定

と、それとその乖離をどのように見ておら

れるのかを説明いただきたいと思います。 

 墓地使用料と墓地管理料ですけども、予

算で同じく１，０００円、１，０００円と

いうことであります。令和２年度の決算で

墓地の使用料が２３６万６，０００円で、
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管理料で１０万円です。予算では１，００

０円というところの説明をお願いしたい

と思います。 

 歳出ですけれども、予算概要の３４ペー

ジです。個人番号カード交付事業ですけれ

ども、第三者委員会で答申をいただいて、

様々な改善点等の指摘を受けたと思うん

ですけれども、その改善を受けて、現状と

して、その点は改善をされているのかどう

なのか、ご説明をいただきたいと思います。 

 続いて、４０ページ。スポーツ推進委員

活動事業ですけれども、現状を教えていた

だきたいと思います。定数と現在のその人

数、活動の内容等について。以前はなかな

か定数に満たないというようなことがあ

ったと思うんですけれども、教えていただ

きたいと思います。 

 続いて、４２ページ。鳥飼地域のスポー

ツ広場に総合体育館を建設するというよ

うな話がありましたけれども、庁内で議論

をされてるのか、されてないのか、その点

を教えていただきたいと思います。 

 予算概要７０ページ。環境測定・調査等

事業で地盤沈下の測量委託料ですけれど

も、新幹線鳥飼基地の地盤沈下だと思いま

すけれども、令和３年度の数値を教えてい

ただきたいと思います。 

 同じく７０ページで、温暖化対策事業で

施設改修に合わせて太陽光の発電機器を

設置するために実施設計をされるという

ところで、太陽光発電を普及をしていくた

めに、市民への補助とかはどう考えていか

れるのか、教えていただきたいと思います。 

 ７４ページ。リサイクルプラザの整備事

業ですけれども、これは茨木市との広域化

によりましてリサイクルプラザ内で何か

状況に変化があるのか教えていただきた

いと思います。 

 続いて、ごみ収集処理事業ですけれども、

この中で様々な委託料を出されてると思

います。可燃ごみ不燃ごみ収集運搬委託料、

臨時ごみ収集運搬委託料、廃乾電池運搬処

理委託料、予防接種委託料、不燃ごみ搬出

処理委託料、適正処理困難物処理委託料、

再生資源収集運搬委託料、食品トレイ搬出

委託料、水銀使用製品廃棄物運搬処理委託

料です。この中で広域化に向け令和５年度

に変化していくのかというのを教えてい

ただきたいと思います。 

 続いて、同じページでし尿収集事業です。

市内の中で収集されてるのが何件あって、

運搬がどうなっていってるのか教えてい

ただきたいと思います。 

 続いて、７６ページですが、ごみ処理施

設維持管理事業は広域化によってどうな

っていくのか、それと大阪湾フェニックス

センターのキャパを教えていただきたい

と思います。 

 同じく７６ページです。農業費全般なん

ですけれども、生産緑地が解除され、開発

をされていくというところがたくさん出

てまして、所管は都市計画課にはなるんで

すけれども、農政から見て生産緑地が減っ

ていくということの影響をどう見られて

いるのか、農業推進という観点から、どう

考えているのかを説明いただきたいと思

います。同じく鳥飼なす保存奨励事業です

けれども、これから本市でもふるさと納税

を実施されようとしておりますけれども、

鳥飼なすをふるさと納税の返礼品にとい

う考えなのか、ご説明をいただきたいと思

います。それから米消費拡大推進事業です

けれども、今のＰＦＯＡの件で増永委員が

もう質問をされてましたけれども、体験農

園で収穫された米が保存とお聞きをした

んですけれども、現状どうなっているのか
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と、それと今ＰＦＯＡの影響もあり体験農

園を令和４年度はどう進められるのか、説

明をいただきたいと思います。 

 続いて、８０ページです。中小企業育成

事業で、ドローンの資格を取得させるため

の事業所ということなのかを教えていた

だきたいと思います。個人に対してなのか、

事業者に対してなのかも合わせてお願い

します。 

 次、８２ページ。企業立地等促進事業で

すけれども、摂津市が他市に比べて早くこ

ういった事業を行ったと思います。ただ、

今は近隣他市も同じように、企業立地の促

進事業ということで、同じようなものをつ

くられてきてると思うんですけれども、そ

の点のお考えをお聞かせいただきたいと

思います。 

 それと、同じページ、スクラッチカード

発行事業です。私がある店にいくと、たく

さんの市民の方が利用されてて、店舗がも

う大繁盛というか、もう繁盛して困ってる

ぐらいだったんですけれども、そのゴール

ドクーポン券の考えというのをお聞かせ

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○香川良平委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 森口課長。 

○森口市民課長 そうしましたら、市民課

に係ります四つの質問に対して回答させ

ていただきます。 

一つ目、斎場の使用料でございます。近

隣市の金額設定についてでございます。先

ほども申し上げましたとおり、摂津市の料

金設定は大人で市内の方１万５，０００円。

市外の方が４万５，０００円。その差が３

倍となっております。周辺自治体の料金設

定については、組織によってばらつきはご

ざいますが、９自治体、１事務組合の計１

０組織に対して調査をしたところ大人の

市内の方で最大が箕面市の２万４００円、

大人の市外の方は吹田市の３万６，０００

円から寝屋川市及び飯森霊園組合の１０

万円までの間となっております。市内市外

の価格差につきましては、茨木市の２倍か

ら大阪市の６倍までの間となっておりま

す。 

 続きまして、二つ目。葬儀会館使用料の

決算額との乖離についてでございます。令

和２年度の決算額が約１，６００万円に対

して令和４年度の予算額が約２，７００万

円と、１，１００万円ほどの乖離がある状

況でございます。まず直近５年間の決算額、

平成２８年度から平成３０年度までの３

年間につきましては、大体２，５００万円

から３，０００万円の間で推移をしており

ました。ところが令和元年度、令和２年度

につきましては、大体１，６００万円から

１，７００万円と大きく落ちております。

令和元年度については空調の修繕工事を

行ったことによって、長期間葬儀会館を閉

鎖していた点、令和２年度につきましては、

新型コロナウイルスの蔓延によって葬儀

控え等があったということで金額が下が

っております。令和３年度につきましても

その状況は変わりございません。令和４年

度についてはコロナウイルスの状況の見

通しがつきませんので、予算額につきまし

てはコロナ前の数値で計上させていただ

いております。そのために乖離が発生して

いるということでございます。 

 続きまして、三つ目。墓地使用料及び管

理料。こちらにつきましても予算と決算の

乖離についてでございます。令和２年度の

決算額が２００万円ほどあったのが、予算

額では１，０００円ということでございま
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す。墓地使用料、管理料につきましては、

新規で墓地に当選された方がお支払いさ

れる金額になりまして、墓地の募集につい

ては空きが出た状況で募集をさせていた

だきますので、正直空きがなければ発生し

ないということになります。その年になっ

てみないと分からないということになり

ます。令和２年度は２３６万円と、大きな

額があったんですが、令和２年度は募集が

４件と多かったということと、その４件と

もが一番面積の広い一津屋西墓地であっ

たこと。広さによって使用料というのは変

わってきますので、大きな金額での４件の

募集があったために決算額が大きくなっ

ています。そのための乖離でございます。 

 四つ目のご質問です。マイナンバーカー

ド、第三者委員会の答申を踏まえての現状

です。こちらにつきましては、マイナンバ

ーカードの紛失以降取り扱いについては

課内において厳格なルールを設定してお

ります。具体的には日中の保管場所の変更、

カードの取り出し職員の限定化、毎日の在

庫枚数の確認、それから月１回は在庫の名

前も含めての全数チェックをしておりま

す。ほかにも正職員及び会計年度任用職員

との職務の割り振りの見直しや職員間コ

ミュニケーションの充実を図っておりま

す。また第三者委員会からいただいた被害

届を速やかに提出すべきという意見を踏

まえて令和３年７月１日付で摂津警察署

へ被害届を提出して受理していただいて

おります。今後は警察にゆだねていきたい

と考えております。 

以上でございます。 

○香川良平委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課にかかります２点のご質問に

お答えいたします。 

 まず、予算概要４０ページ。スポーツ推

進委員活動事業についてでございます。ス

ポーツ推進委員の現在の人数ですが、定数

は３４人に対し３１人となっております。

一時２５人まで減りましたけれども、広報

誌での新たな周知等々によりこの人数と

なっております。なお、３１人のうち二人

は今年度途中に新たに委嘱をした方々と

なります。あと、現在の活動内容というこ

とで、令和３年度の活動内容といたしまし

ては、コロナの影響で８月のニュースポー

ツ体験会あるいは５月の市民ハイキング

が中止となりましたけれども、ニュースポ

ーツに関する事業としてボッチャ体験会

やゲートゴルフ大会など六つの大会、体験

会の実施、１回の市民ハイキングの実施を

いたしております。 

 続きまして、総合体育館の位置づけです

が、平成２８年度の総合体育館の基本構想、

基本計画そして答申の流れはご承知のと

おりだと思います。そこから、スポーツ広

場の実質的な断念ということもあり、現在

に至っています。現在もその総合体育館の

可能性というのは探ってはおりますけれ

ども、具体的に何か進展をしておるわけで

はございません。やはり建設には多額な経

費が必要となります。そしてそれ相応の用

地が必要であります。なかなかハードルが

高いところもありますけれども、鳥飼のま

ちづくりに関することもあると思います

し、可能性は絶えず、探ってまいりたいと

考えております。以上でございます。 

○香川良平委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 質問番号７番でご

ざいます。水準測量の件でございますけど

も、今年度の結果につきましては、もうし

ばらくお時間を頂戴したいと思います。昨

年度皆様方にご提示してますのが、３月２
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６日付でご提示しておりますので、そのあ

たりをめどに現在集計を図っているとこ

ろでございますのでよろしくお願いいた

します。また、集計が終わり次第、皆様方

にお知らせをしたいと思います。よろしく

お願いします。 

 質問番号８番の温暖化対策における施

策の太陽光発電に関して、市民の方々への

助成のご質問でございます。計画案にも示

しております再生可能エネルギーの導入

促進という項目がございます。市民の方々、

事業所の方々が太陽光発電の再生エネル

ギーを導入するに際して、活用できる補助

事業の創設に向けた情報収集、検討を行い

ますという文言がございます。まずは情報

収集、検討ということで、事業をスタート

したいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○香川良平委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは、環境業

務課に係ります２点のご質問にお答えさ

せていただきます。 

 まず１点目、リサイクルプラザ整備事業

についてでございます。広域化によりリサ

イクルプラザ内の変更はないのかという

ご質問でございます。広域処理により、お

っしゃりましたとおり、敷地内の搬入通路

の整備を現在進めているところでござい

ますが、今後の予定としましては搬入路の

脇に洗車スペースをつくることを予定を

しております。その他、広域処理開始によ

り、分別の見直しはいたしますが、リサイ

クルプラザで処理をしております瓶や缶、

ペットボトルなどの再生資源はこれまで

どおりと考えておりますので、広域処理に

伴う整備の予定はいたしておりません。し

かしながら、プラスチックに係る資源循環

の促進等に関する法律が令和３年度に成

立し、今後プラスチック製品に係る環境配

慮設計や事業者による自主回収、市町村に

よるプラスチック一括回収、こういった環

境整備が進んでくることと思われますの

で、広域化の次の段階とは考えますが、そ

ういったプラスチック資源の動向を見据

えた中でリサイクルプラザの整備も考え

ていく必要があると考えております。 

 続きまして、ごみ収集処理事業の委託料

についてのご質問でございます。茨木市と

締結いたしました連携協約におきまして

は、役割分担としまして収集運搬は引き続

き両市が担うこととしております。焼却処

理は茨木市で担うこととなります。したが

いまして、収集運搬処理事業の大半は収集

運搬や茨木市で処理ができないごみ等の

委託となっておりまして、引き続き委託す

ることとなりますが、一部不燃ごみの搬出

処理に関しては、現在茨木市で処理をして

おりますので、これは広域化によって茨木

市に移るということで、ここの委託につい

ては不要と考えております。そのほかにつ

きましては、分別の見直しと合わせまして

少し精査をしないといけない部分はある

と考えております。以上でございます。 

○香川良平委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 質問番号１１番。し

尿処理に関するご質問でございます。まず

し尿は総量でご説明いたしますと、平成３

０年度が、８５８キロリットル。令和元年

度が７８８．５キロリットル。令和２年度

が７５２．３キロリットルでございます。

年々減少に移ってるというようなことで

ございます。処理の方法でございますが、

本市が委託しております民間の事業者が

収集をして最終豊能町の処理場へ運搬を

していただき、豊能町のほうで処理をお願

いをしてるというような状況でございま
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す。 

 続きまして、浄化槽汚泥でございます。

この総量も平成３０年度から申しますと、

１９５６．７キロリットル。令和元年度は

１７５３．７キロリットル。令和２年度が

１７２６．４キロリットルでございます。

その処理の量の運搬等々につきましては、

本市が指定をしております許可業者がご

ざいます。許可業者が収集し運搬をし、最

終処理については茨木市の処理施設で処

理をしておりますので、茨木市のほうの施

設で処理をさせていただいてるというよ

うな状況でございます。以上でございます。 

○香川良平委員長 三浦センター長。 

○三浦環境センター長 質問番号１２番。

広域化後の環境センターの委託につきま

してのご質問にお答えいたします。令和５

年度以降もごみピット内のごみの処理が

完了するまでの間、引き続き環境センター

で焼却業務を継続させる必要がございま

す。そのため、令和５年度につきましては、

一定期間ごみの焼却に必要な委託を行う

必要があると考えておりますが、内容につ

いては精査して不要な委託につきまして

は、見直していくことになると考えており

ます。また、大阪湾フェニックスセンター

の受け入れについてでございますが、大阪

湾フェニックスセンターは近畿２府４県

１６８の市町村から発生する焼却灰など

を受け入れる最終処分場でございます。現

在、尼崎沖、泉大津沖、神戸沖、大阪沖の

四つの埋め立て場がございます。それぞれ

の埋め立て場の既に埋め立てが済んでい

る割合でございますが、令和３年３月末現

在でありますが、尼崎沖では廃棄物の受け

入れを終了している状態でございます。泉

大津沖では９７．２％、神戸沖で７７．９％、

大阪沖で４２．５％となっております。以

上でございます。 

○香川良平委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、生産

緑地のご質問に関しまして、ご答弁申し上

げます。以前も本委員会で申し上げました

が、生産緑地は都市計画の所管になります

ので、今から申し上げます数字が決して最

新の数字ではないということをお含みい

ただきたいわけなんですけども、特定生産

緑地の申請状況につきましては、前回の本

委員会でもご答弁申し上げましたが、改め

て直近の状況で申し上げますと、令和４年、

今年の２月１７日現在におきまして、対象

となる農地２３１筆のうち、特定生産緑地

の申請の指定の申請済みである農地につ

きましては２０６筆に上りまして、筆数ベ

ースで約８９％もの生産緑地が特定生産

緑地となる見込みでありまして、特定生産

緑地の指定の申請が行われないことによ

る農地の激減というのは食い止めること

ができたと考えております。ただ、それぞ

れの農地の所有者が所有する農地をどの

ように取り扱うかにつきましては、当然な

がらにして土地を所有する方の個別の判

断次第であります。市街化区域内の農地が

減少傾向となることは一定やむを得ない

と考えております。 

 続きまして、鳥飼なすのふるさと納税の

お話でございます。鳥飼なすがふるさと納

税の返礼品になるかどうかというのは市

全体の意思決定によるところになろうか

と思いますので、現段階では可能性が高い

ということでのお話になるのかと思うん

ですけれども、鳥飼なすにつきましては、

摂津市の特産品としてなにわの伝統野菜

にも認定されてる言わば摂津市の売りそ

のものであります。しかしながら、昔から

幻の鳥飼なすなどと言われておりますよ



- 63 - 

 

うに生産量の確保が非常に難しくて、まだ

まだ市場に広く出回るだけの生産量には

遠く及ばないのが現状でございます。そし

て、なすそのものは夏野菜という性質もご

ざいまして、収穫時期が夏に限られるとい

ったこと。さらには返礼品として提供する

のならば、どのようにして今以上にさらに

まとまった数量の鳥飼なすをどこから調

達するのかという大きな課題があると考

えております。 

 それから、学童の田植え・稲刈り体験の

お米のお話であります。こちらにつきまし

ては、食育の観点から授業のカリキュラム

として各小学校で行っておることですの

で、その納められたお米そのものが学校で

どのように使われてるかにつきましては、

学校の裁量に委ねるところでございます。

ですので、そのお米がどのように現在取り

扱われるかにつきましては、こちらのほう

で承知しておりません。 

 それと令和４年度の予定につきまして

は、市内の全小学校におきまして従来と同

じ内容での授業実施を現在予定しており

ます。以上です。 

○香川良平委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、産業振

興課に係ります３点のご質問について、お

答えさせていただきます。 

 予算概要８０ページ。中小企業育成事業

でございますが、その中の一つの新たなメ

ニューとして今回新たにドローンの資格、

操縦資格の取得というものをつくらせて

いただきました。この事業は市内中小企業

者が企業価値や資質の向上を目指して積

極的に能力開発や商品券、販売開拓などに

取り組むために参加した指定の研修や展

示会、商談会などに要した費用の一部を補

助する事業でございまして、今回補助対象

を市内事業者で商工会が主催する市内の

ドローン操縦資格講座を受講した事業者、

受講費用の２分の１で上限５万円として

おる状況でございます。委員のご質問にな

る個人でということは対象になっており

ません。 

 続きまして、予算概要８２ページの企業

立地等促進事業で、他市と比べて本市の状

況は他市が追いついてきているのではな

いか、どう考えてるのかというご質問でご

ざいます。北摂のほとんどの市町がこの企

業立地等促進事業を実施しております。し

かしながら、本市と比較しまして、メニュ

ーが多い市もございますが、適用市域が狭

い場合、やはり準工地域や工業地域などが

狭い市は適用範囲を狭めてるという市も

ございます。また、上限金額が本市ほどで

はない市もございますし、適用面積が、５

００平米など比較的高い市もございます

ので、必ずしも本市と同じ形というわけで

はございません。ただ、近隣市が上限金額

を同じに合わせてきておりますので、なか

なか選ばれるためには何か今後は工夫が

いる場合があるのではないかと思ってお

ります。ただ、本市、準工地域とか工業地

域で比較的広い市域を適用範囲にしてお

りましたり、適用面積を非常に下げさせて

いただいたりとしておりますので、比較的

多くの事業者が対象になってくるのでは

ないかと考えておりますが、この近隣各市

の制度、工夫しておる市も出てきておりま

すので、しっかりと研究して特徴をつかん

で出していける場合はどうするのかとい

うことも検討していけたらと思っており

ます。 

 続きまして、この２月で終了しましたゴ

ールドステッカーの認証店舗のクーポン

事業についてでございますが、今ちょうど



- 64 - 

 

換金を行っておる状況でございまして、比

較的、２月末に駆け込みで利用があったと

いうのは多くの店舗から聞いておる状況

でございます。ただ、この事業は１月の後

半からまん延防止等の重点措置が出てき

て、時短などをされた店舗が比較的おられ

るというようなこともございまして、店舗

によって利用のばらつきがあるというの

が現状でございます。ただ、店舗の方から

のお話を聞いていると、このクーポン券を

利用して新規の方のお客様が非常に来ら

れることが多かったということで、喜んで

おられました。特にこの１年ぐらいで開店

された飲食店なんかは新しい方が来られ

たということでの売り上げなんかもあっ

たのではないかと考えておる状況でござ

います。この事業は、今回初めてさせてい

ただいた状況でございます。いい点なり特

徴なりをしっかりと把握して今後の商業

支援施策に生かしていけたらと考えてお

る状況でございます。 

以上でございます。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 今の斎場の使用料の件ですけれども、摂

津市で設定してる市外の方の金額よりも

他市で市内在住者の方に設定してる金額

の方が高いので、それやったら摂津市で行

った方が安くなるというようなそんな設

定金額もあるんですね。やはり当然市民の

方が優先で、当たり前に利用できることが

当然だと思いますので、市外の方が先に予

約なりをされて市内の方が予約できない

ことがないように、金額の設定を市内の方

と市外の方とではやはり差をもっとつけ

ていくとか、今後研究をしていただいてと

思いますので、どうお考えなのか、お聞か

せいただきたいと思います。 

 葬儀会館ですけれども、研究されて、家

族葬ができるような形でパーティション

などの工夫もされておりますけれども、今

後さらに利用増を図っていくためにどう

お考えをもたれてるのかお聞かせをいた

だきたいと思います。 

 墓地の件ですけれども、今の社会的に墓

じまいなどもございますが、摂津市の状況

をお聞かせをいただきたいと思います。 

 それと、個人番号の件ですけれども、第

三者委員会で答申が出されて、どうやって

実行していくか、改善していくかというと

ころでありますから、それは今後も見続け

ていきたいと思いますので、働きやすい職

場を管理職としてつくっていただきます

ように、これは市民課だけではないと思い

ますので、全課がそうだと思いますので、

働きやすい職場づくりに努めていただき

ますようによろしくお願いします。これは

要望とします。 

 スポーツ推進委員の件は分かりました。

一時は少し人数が少なくなってきて、危惧

をしてたんですけれども、努力をしていた

だいて、また新たな方が、新たな方をこの

人いいですよというような声も出てくる

かも分かりませんので、その点はよろしく

お願いしたいと思います。これは要望とし

ます。 

 体育施設の件ですけれども、総合体育館

の件は分かりました。現状はそういうこと

だということですね。そしたら、淀川の河

川敷公園は淀川河川事務所との間でどう

いう話になっているのかお聞かせいただ

きたいと思います。 

 環境測定の調査の件は分かりました。ま

た教えていただきたいと思います。温暖化

対策事業の件も分かりました。情報収集を
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していただいた中で、市民にとってより良

い方策を考えていただきますようによろ

しくお願いします。 

 リサイクルプラザの件も分かりました。

ごみ収集の件は、内容について分かりまし

た。 

今、太陽光発電のパネルのごみがこれか

ら大量に出てくるだろうということで、問

題になってきてますけれども、本市として

は現状としてどう考えておられるのかを

お聞かせいただきたいと思います。 

 し尿の件も分かりました。結構です。 

 ごみ処理施設の維持管理の件も分かり

ました。環境センターも大阪湾フェニック

スセンターの件も分かりました。 

 生産緑地の件も分かりました。 

鳥飼なすのふるさと納税の件です。鳥飼

なすの栽培が難しいというのはもう以前

から分かってますので、よく分かりました。

視点を変えて農業ではなくて産業で、摂津

優品（せっつすぐれもん）をふるさと納税

の返礼品にする考えっていうのはどうな

のかお聞かせいただきたいと思います。 

 次は米の消費拡大の推進事業も分かり

ました。先ほど増永委員も質問されてます

けれども、地元の方もＰＦＯＡということ

で不安に思っておられる方もおられます

ので、真摯に地域の声にも耳を傾けていた

だいて、よろしくお願いします。 

 ドローンの件も分かりました。 

 それと企業立地等促進事業ですけれど

も、この点は増永委員も以前からおっしゃ

ってますけども、摂津市はやはり中小企業

の事業者が多いまちですから、大企業も中

小企業の方も活用できて利用できるとい

うような両方が利用できるというような

制度も考えていただいて、まずは摂津市に

おられる事業所は摂津市から出ていかな

いこと。さらに摂津市外の事業所は摂津市

の中で事業をしていただくというような

ことを考えていかなあかんと思います。要

望とします。 

 ゴールドクーポンの件ですが、平素から

市内の事業所、商店の方が利用できる形を

考えていただけたらと思いますので、この

点も要望とさせていただきますので、よろ

しくお願いします。 

○香川良平委員長 答弁を求めます。 

 森口課長。 

○森口市民課長 そうしましたら市民課

にかかります三つの質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず一つ目、斎場の利用料金の改定の件

でございます。この件は市外の方の火葬が

ふえることで、市内の方の火葬に影響を与

えていないか、市内の方の予約がとりづら

くなっていないかとかいうところが論点

になると感じております。摂津市の市外の

方の料金は先ほど申し上げました４万５，

０００円になるんですが、これは近隣１０

組織と比較しても決して安価というわけ

ではなくて、中間層に位置しております。

料金改定をすることによって、一定効果は

あると思いますが、例え金額をあげたとし

ても利用される方は利用されると思いま

す。一番効果的な方法は何かというところ

ですが、例えば今摂津市斎場は１日５枠あ

るんですが、そのうちの幾つかの枠を市内

の方専用時間帯として設けることも市内

の方が利用しやすくなる、予約がとりやす

くなる糸口になるのでないかと考えてお

ります。いろんな手法があるとは思います

が、どのような手法が一番効果的なのかも

含めて他市の取り組みも参考にしながら

今後も研究を進めてまいりたいと考えて

おります。 
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 続きまして、二つ目の葬儀会館の利用者

増に対する考え方でございます。令和２年

度にパーティションを購入して一定利用

もふえていると考えておりますが、今後に

つきましては、光好委員からもお話があり

ましたが、バリアフリー化を進めていくこ

とと、毎回利用者の方にはアンケートをと

っております。そのアンケートの中でいろ

いろと要望等も上がってきております。そ

の内容を精査しながらニーズをとらえて、

工夫をしながら今後も利用者増に向けて

の取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、三つ目の墓地に関すること

です。ニーズであったり墓じまいであった

りというところでございますが、近年の少

子高齢化や単身世帯の増加、それから社会

情勢の変化などを背景にして墓地におい

ても多様なニーズがあると認識をしてお

ります。実際に墓地の移転や墓じまいに必

要な改装許可申請も一定数上がってきて

おりますが、こちらについては年々ふえて

いる状況ではございません。複数のお骨を

合同で埋葬する合同式墓地等いろんな方

法があると思いますが、近隣市の取り組み

なども踏まえて情報収集を図ってまいり

たいと考えております。以上でございます。 

○香川良平委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係りますご質問にお答えい

たします。淀川河川事務所とのやりとりで

すが、淀川河川事務所には、公園整備計画

というものがございます。淀川河川公園中

流岸域地域協議会もございますので、注視

していきたいと思っております。あと、そ

の淀川河川施設の利用につきましては、市

として優先的に淀川河川事務所に利用依

頼をしております。ちなみに、令和２年度

におきましては、軟式野球が８件、サッカ

ーが３件の計１１件。令和３年度は軟式野

球が９件、ソフトボールが４件、サッカー

が２件の合わせて１５件という実績とな

っております。以上でございます。 

○香川良平委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは、太陽光

発電ごみついての考えのお問いについて、

ご答弁させていただきます。 

 太陽光発電設備の普及により、将来廃棄

物もふえてくることも想定されておりま

す。基本的には業者による解体撤去となり

ますので、市の担う一般廃棄物ではなく、

産業廃棄物となってまいります。国におき

ましてもガイドラインを作成し、リサイク

ルや最終処分について、メーカー、所有者、

解体事業者、廃棄物処理業者の役割を定め

ているところでございます。以上でござい

ます。 

○香川良平委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは産業振

興課に係りますご質問について、お答えさ

せていただきます。 

 摂津優品（せっつすぐれもん）をふるさ

と納税の返礼品にする考え方でございま

すが、ふるさと納税の返礼品となることで、

摂津ブランドの認定制度に認定された商

品を全国にＰＲできる機会であるという

ふうに考えておりますので、事業者に積極

的に返礼品として登録するように促して

まいりたいと考えております。以上でござ

います。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 そしたら斎場の件ですが、

屋上工事をすると使用できないことがあ

るかも分からないということでありまし

たけれども、その際は例えば摂津市の方が

市外の施設を使った場合には市外の料金
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になると思いますが、市の都合で工事をす

るから、補助金を出していくということを

考えておられるのか、まあ、屋上工事のと

きに太陽光発電を設置するというような

考えはあるのか、その点をお聞かせいただ

きたいと思います。それと、根本的な躯体

自身の耐用年数っていうのはまだ大丈夫

なのか、建て替えとかっていうことも考え

ていかなあかんのかというところですけ

れども、その点はどうなのか。もし仮に建

て替えようということであったら、そんな

すぐに建て替えっていうことにはいかな

いわけですから、長期の計画を立て、地元

とか、調整っていうのも必要になってこよ

うかと思いますので、そういう議論になっ

てはいないのか。それと墓地の件に関して

は分かりました。 

 淀川河川敷の件も分かりましたので、ま

た連絡を密にしながら協議をお願いした

いと思います。 

 ふるさと納税についてですが、まだ摂津

市の中でも世間に知られていなくても優

れた製品もあるかも分かりませんので、そ

の点はまたよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それと、ごみ収集の件ですね。太陽光の

発電のごみの件は分かりました。ごみの分

別のガイドブックを配付されるというこ

とで、そこには極力多くの内容がその中に

盛り込めるような形とし、検討をお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○香川良平委員長 答弁を求めます。 

 森口課長。 

○森口市民課長 市民課に係りますご質

問にお答えいたします。 

 まず斎場が修繕工事の際に停止しない

といけなくなったときに市内の利用者の

方が市外の斎場を使ったときにその料金

はどうなるかというところでございます。

斎場は今から１０年前、平成２３年度に大

規模改修、炉の全面入れ替えというのをや

っておりまして、そのときに長期間斎場の

使用を停止したということがございます。

その際にどのような対応をしたかを確認

いたしまして、それに準じた対応になると

考えております。ただ、委員がご指摘のよ

うに市の都合ですから市外にいったから

といって市外料金でよろしいのかという

ところについてもじっくりと調べていき

たいと思っております。 

 斎場、それから葬儀会館の屋上防水の太

陽光パネルの件でございますが、斎場は、

斜めの屋根と、平面の屋根の二つが合わさ

った形になっていますが、傾斜の屋根には

太陽光パネルが設置できないということ

になります。平面の屋根にも採光用の天窓

がついており、そこには置けませんので、

ほぼほぼスペースがないということにな

ります。そのため、太陽光パネルについて

は設置をしないということになります。葬

儀会館は３階の屋上と４階の屋上と２か

所ございますが、３階の屋上については周

りの壁が高くて太陽光パネルを設置する

には冬至の日、太陽が当たるところじゃな

いと置けないというルールがございまし

て、それを考えると３階の屋上には置けな

いということになります。４階の屋上は壁

が低いので設置は可能なんですが、実際に

業者に見てもらったところパネルは十数

枚しか置けないということが分かりまし

て、十数枚でどれだけの量の発電が可能か

というところを算出しましたところ、葬儀

会館で実際に利用する年間利用量の１週

間分ということでした。そのため、費用対

効果を考えると太陽光パネルを設置しな
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い方向になっております。斎場の躯体の耐

用年数につきましては、２０２９年までの

５０年となります。以上でございます。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 理解しました。 

○香川良平委員長 本日の委員会はこの

程度にとどめ、散会します。 

（午後４時５５分 散会） 
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